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!鋭 11
手

形

の

再

取

得

と

人

的

抗

弁

1
1
1
償
還
に
よ
る
受
戻
の
場
合
を
中
心
と
し
て

l
l

林

立身

い
っ
た
ん
手
形
を
裏
書
に
よ
っ
て
譲
渡
し
た
者
が
、
そ
の
後
こ
れ
を
再
取
得
す
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
償
還
に
よ
る
受
戻
〈
手
形

法
四
九
条
)
、
戻
裏
書
(
手
形
法
一
一
条
三
項
)
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
手
形
債
務
者
は
、
再
取
得
者
に
対
し
て
い
か
な

る
抗
弁
を
主
張
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

手
形
債
務
者
が
、
再
取
得
し
た
裏
書
人
に
対
し
て
主
張
す
る
抗
弁
と
は
、
山
手
形
債
務
者
が
、
裏
書
人
に
有
し
て
い
た
が
、
裏
書
人
が
手

形
を
善
意
者
に
譲
渡
し
た
結
果
、
善
意
者
に
は
対
抗
し
え
な
く
な
っ
た
抗
弁
(
手
形
法
一
七
条
て
お
よ
び
凶
手
形
債
務
者
が
、
裏
書
人
か

ら
譲
渡
を
う
け
た
後
者
に
対
し
て
有
す
る
抗
(
た
で
あ
る
。
戻
裏
書
は
、
裏
書
と
し
て
の
一
般
的
効
力
を
有
す
〔
記
。
し
た
が
っ
て
、
戻
裏
書
を

う
け
た
裏
書
人
は
、
害
意
が
な
い
か
ぎ
り
凶
抗
弁
の
対
抗
を
う
け
な
い
(
手
形
法
一
七
条
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
山
抗
弁
は
、
い
っ
た
ん
善
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~~ 

意
者
の
も
と
で
「
洗
淑
」
さ
れ
た
と
し
て
も
、
一
反
裏
書
を
う
け
た
裏
書
人
自
身
が
権
利
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
対
抗
を
う
け
ざ
る
を

え
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

;E-b. 
ii~ij 

い
っ
た
ん
譲
渡
し
た
権
利
の
再
取
得
行
為
で
あ
る
と
解
す
る
。

も
、
戻
裏
書
の
場
合
と
同
一
の
根
拠
に
も
と
づ
き
、
川
抗
弁
の
対
抗
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
受
戻
し
た
裏
書
人
自
身
に

対
す
る
人
的
抗
弁
は
、
裏
書
人
自
身
に
悶
着
す
る
寝
庇
で
あ
る
か
ら
、
い
っ
た
ん
人
的
抗
弁
が
切
断
さ
れ
て
完
全
な
権
利
に
な
円
一
た
と
し
て

も
裏
書
人
自
身
が
権
利
を
行
使
す
る
限
り
、
手
形
債
務
者
は

ω抗
弁
を
主
張
し
う
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
e

か
し
、
手
形
債
務
者
が
、
い
わ

ゆ
る
人
的
抗
弁
を
有
す
る
場
合
に
も
、
権
利
は
完
全
な
権
利
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
抗
弁
の
切
断
と
は
、
人
的
抗
弁
を
制
限
す
る
規
定
(
手
形

通
説
は
、
受
民
は
、

し
た
が
っ
て
、

通
説
に
よ
れ
ば
、

受
一
戻
一
の
場
合
に

法
一
七
条
)
に
よ
っ
て
、
善
意
者
に
対
し
て
そ
の
主
張
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
、
ぎ
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
手
形
債
務
者

は
、
受
戻
し
た
裏
書
人
に
対
し
て
人
的
抗
弁
を
再
び
主
張
し
う
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ

う
な
解
釈
は
、
手
形
法
一
七
条
は
、
民
法
の
債
権
譲
渡
の
原
則
(
民
法
四
六
八
条
二
項
)
を
修
正
し
た
に
す
ぎ
ず
、
抗
弁
の
主
張
を
制
限
す

る
規
定
で
あ
る
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。

し
か
し
、
右
の
解
釈
な
い
し
結
論
は
、
債
務
者
が
裏
書
人
に
有
す
る
抗
弁
が
、
い
わ
ゆ
る
無
権
利
の
抗
弁
、
お
よ
び
手
形
債
務
の
存
在
に

関
す
る
抗
弁
で
あ
る
場
合
に
は
、
妥
当
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
抗
弁
を
善
意
者
に
対
抗
し
う
る
の
か
否
か
は
、
前
者
に

つ
い
て
は
、
存
在
す
る
権
利
の
帰
属
如
何
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
手
形
債
務
の
成
立
如
何
の
問
題
に
帰
着
す
る
。
善
意
者
よ

り
受
戻
し
た
裏
書
人
に
対
し
て
後
者
の
抗
弁
を
再
び
主
張
し
う
る
の
か
否
か
は
、
後
者
の
抗
弁
の
法
的
規
制
の
問
題

l
l』
い
わ
ゆ
る
手
形
理

論

J
!と
密
接
に
関
連
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
前
者
の
抗
弁
を
再
び
主
張
し
う
る
の
か
否
か
は
、
受
戻
し
た
裏
書
人
の
権
利
取
得
如
何
の
問

題
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
善
意
取
得
(
手
形
法
一
六
条
二
項
)
の
効
果
の
解
釈
に
関
連
す
る
。
従
来
の
学
説
は
、
以
上
の
抗
弁

が
、
い
わ
ゆ
る
人
的
抗
弁
と
は
異
な
る
性
質
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、
受
一
反
に
お
け
る
抗
弁
の
再
対
抗
の

北法36(1-2・486)486



問
題
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
に
配
慮
し
つ
つ
、
受
一
民
に
お
け
る
山
抗
弁
の
再
対
抗

の
問
題
を
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
、
受
戻
し
た
裏
書
人
に
対
す
る
凶
抗
弁
の
対
抗
如
何
の
問
題
を
同
様
の
視
点
か
ら
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
す

る
。
本
稿
は
、
基
本
的
に
は
善
意
者
に
対
抗
し
え
な
い
抗
弁
は
、
い
わ
ゆ
る
人
的
抗
弁
(
手
形
法
一
七
条
)
、
無
権
利
の
抗
弁
(
手
形
法
一

六
条
二
項
)
、
手
形
債
務
の
存
在
に
関
す
る
抗
弁
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
規
制
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
憶
測
し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
稿
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
抗
弁
が
、

い
か
な
る
根
拠
に
も
と
づ
き
、
右
の
い
ず
れ
の
抗
弁
に
該
当
す
る
と
解
す
べ
き
か
を
論

理
論
上
そ
の
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
以
上
の
抗
弁
は
、
受
戻
の
場
合
に
い
か
な
る
規
制
を
う
け
る
べ
き
か
を
論
ず
る

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
手
形
抗
弁
の
意
義
・
内
容
を
、
償
還
に
よ
る
受
戻
と
い
う
、
手
形
の
逆
の
流
れ
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
、
本
稿

の
目
的
で
あ
る
。

ず
る
も
の
で
は
な
く
、

手形の再取得と人的抗弁

(

1

)

た
と
え
ば
、
手
形
宙
開
書
の
原
因
関
係
が
、
裏
書
の
後
に
無
効
ま
た
は
消
滅
に
帰
し
た
と
い
う
抗
弁
で
あ
る
。

(

2

)

た
と
え
ば
、
手
形
債
務
者
と
裏
書
人
か
ら
譲
渡
を
う
け
た
後
者
と
の
問
に
猶
予
の
合
意
が
あ
る
と
い
う
抗
弁
で
あ
る
。

ハ
3
)

石
井
・
手
形
法
，
小
切
手
法
(
商
法
百
)
二
三
九
頁
、
鈴
木
・
手
形
法
・
小
切
手
法
-
一
六
二
頁
注
(
凶
)
参
照
。

(

4

)

鈴
木
・
前
掲
書
二
六
二
一
良
注
(
川
)
、
大
判
昭
和
一

O
年
会
一
月
一
同
日
民
集
一
四
巻
一
一
二
頁
、
最
高
判
昭
和
問
。
年
同
月
九
日
民
集
一
九
巻
三
号
六
四

七
頁
参
照
。
学
説
の
根
拠
は
、
特
定
の
も
の
に
つ
い
て
の
人
的
抗
弁
は
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
、
人
的
抗
弁
は
一
民
百
円
書
を
う
け
た
裏
書
人
そ
の
人
に
附
着
す

る
と
い
う
に
あ
る
。
石
井
・
前
損
害
二
三
九
頁
以
下
、
同
・
判
例
民
事
法
昭
和
一

0
年
度
一

O
事
件
三
八
頁
参
照
。

(

5

)

竹
田
・
手
形
法
小
切
手
法
一
七
八
頁
、
石
井
・
前
担
問
書
二
七
七
頁
、
鈴
木
・
前
掲
書
-
一
一
一
一
四
頁
注
(
凶
)
参
照
。

(

6

)

鈴
木
・
前
掲
書
-
一
九
九
頁
注
(
二
ハ
)
参
照
。

(

7

)

安
倍
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
七
四
号
凶
六
頁
参
照
。

(

8

)

し
た
が
っ
て
、
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
人
的
抗
弁
切
断
後
の
悪
意
の
取
得
者
に
対
し
て
も
、
抗
弁
の
対
抗
を
認
め
る
|
|
理
論
上
の
1

1
可
能
性
が
あ
ろ

ぅ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
抗
弁
が
切
断
さ
れ
て
完
全
な
権
利
に
な
る
と
す
る
学
説
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
認
め
る
余
地
は
な
い
と
解
さ
れ
る
、
鈴
木
・
前
掲
書
二

阿
五
一
氏
、
石
井
・
前
掲
者
一
コ
一
悶
頁
、
伊
沢
・
手
形
法
・
小
切
手
法
一
二
六
頁
、
結
論
に
お
い
て
同
旨
、
最
高
判
昭
和
三
七
年
五
月
一
日
民
集
一
六
巻
五
号

北法36(1-2・487)487



説

一
O
一
三
頁
、
学
説
・
判
例
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
坂
井
・
裁
判
手
形
法
(
増
補
)
二
四
六
頁
以
下
参
照
。
結
論
に
お
い
て
学
説
・
判
例
に
反
対
す
る
の

は
、
安
倍
・
前
掲
論
文
四
五
頁
以
下
、
上
回
・
手
形
研
究
二
四

O
号
八
頁
、
田
辺
(
光
)
・
手
形
流
通
の
法
解
釈
一
五
八
頁
以
下
で
あ
る
。

ま
た
、
判
例
通
説
に
よ
れ
ば
、
会
社
が
銀
行
で
手
形
を
割
引
く
に
あ
た
り
、
銀
行
取
引
上
の
連
帝
保
証
人
と
な
っ
た
会
社
の
代
表
者
が
手
形
を
買
戻
し
た

場
合
に
、
代
表
者
が
手
形
の
主
債
務
者
が
会
社
に
有
す
る
人
的
抗
弁
に
つ
き
悪
意
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
割
引
銀
行
が
善
意
の
場
合
に
は
抗
弁
を
対
抗
さ
れ

な
い
と
解
さ
れ
る
、
前
橋
地
裁
官
岡
崎
支
判
昭
和
四
七
年
五
月
一
六
日
判
例
時
報
六
六
九
号
九
五
頁
。
こ
の
判
決
に
関
す
る
評
釈
で
あ
る
拙
稿
・
ジ
ュ
リ
久
ト

五
八
八
号
九
八
頁
は
、
判
回
目
に
賛
成
し
つ
つ
も
、
手
形
を
買
戻
し
た
代
表
者
と
会
社
間
に
経
済
的
で
体
性
が
あ
る
場
合
に
、
代
表
者
へ
の
権
利
移
転
を
戻
裏

書
と
同
視
し
う
る
と
い
う
解
釈
を
と
っ
た
。
な
お
、
会
社
の
銀
行
に
対
す
る
借
入
金
債
務
を
、
連
帯
保
証
人
と
し
て
会
社
に
代
っ
て
弁
済
し
、
右
債
務
を
担

保
す
る
た
め
銀
行
が
会
社
か
ら
甫
訳
書
譲
渡
を
う
け
て
い
た
約
束
手
形
を
、
無
担
保
裏
書
に
よ
っ
て
取
得
し
た
会
社
代
表
者
お
よ
び
そ
の
娘
が
会
社
と
実
質
上
、

経
済
上
一
体
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
関
係
に
あ
る
と
き
は
、
右
の
裏
書
は
、
信
義
則
上
銀
行
か
ら
会
社
へ
の
戻
裏
書
と
問
一
に
評
価
す
べ
く
、
諮
問
意
の
銀
行

の
介
在
に
か
か
わ
ら
ず
、
振
出
入
は
会
社
に
対
す
る
人
的
抗
弁
を
対
抗
し
う
る
と
解
し
た
判
決
が
あ
る
、
最
高
判
昭
和
五
二
年
九
月
二
二
日
判
例
時
報
八
六

九
号
九
七
頁
。

し
か
し
、
前
述
の
経
済
的
一
体
性
に
着
目
す
る
拙
稿
の
解
釈
に
は
理
論
的
な
根
拠
は
な
く
、
抗
弁
切
断
の
効
果
の
観
点
か
ら
問
題
を
な
お
再
検
討
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

(

9

)

窃
盗
、
横
領
、
拾
得
に
よ
っ
て
手
形
を
取
得
し
た
者
は
、
無
権
利
者
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、
英
書
に
無
能
力
、
錯
誤
、
強
迫
(
民
法
凶
条
以
下
、
九
五
条
、

九
六
条
〉
等
の
理
庇
が
あ
る
場
合
(
液
波
行
為
の
緩
庇
は
、
善
意
取
得
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
な
い
と
す
る
解
釈
を
前
提
と
す
る
、
反
対
、
鈴
太
・
前
掲
書
こ

五
二
一
良
)
、
商
法
二
六
五
条
違
反
の
哀
書
の
場
合
(
手
形
行
為
は
、
商
法
二
六
五
条
に
い
う
「
取
引
」
に
該
当
す
る
と
い
う
解
釈
を
前
提
と
す
る
、
反
対
、

田
中
(
耕
)
・
手
形
法
小
切
手
法
概
論
一
三

O
頁
可
哀
害
の
原
因
関
係
が
不
法
な
場
合
(
大
判
大
正
一
一
年
一
二
月
二
八
日
法
律
新
聞
二

O
八
四
号
二
一

頁
可
哀
警
が
伝
託
法
一
一
条
に
途
反
す
る
相
場
合
(
最
高
判
昭
和
四
四
年
三
月
二
七
日
民
集
二
三
巻
三
号
六

O
一
頁
〉
に
は
、
百
到
来
百
は
無
効
で
あ
る
と
解
さ

れ
、
被
哀
詩
人

1
所
持
人
は
無
権
利
者
で
あ
る
。

(

ω

)

た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
交
付
欠
紋
の
抗
弁
(
手
形
理
論
に
つ
き
、
契
約
説
ま
た
は
発
行
説
を
前
提
と
す
る
)
、
交
付
に
意
思
表
示
の
毅
庇
が
あ
る
と
い
う

抗
弁
(
手
形
行
為
に
、
民
法
の
怠
思
表
示
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
説
を
前
提
と
す
る
、
反
対
、
鈴
木
・
前
掲
喬
二
ニ
七
頁
以
下
)
、
手
形
債
務
消
滅

の
抗
弁
(
手
形
の
受
戻
が
な
い
弁
済
に
よ
っ
て
、
手
形
債
務
は
消
滅
す
る
と
い
う
解
釈
を
前
提
と
す
る
、
鈴
木
・
前
掲
喬
二
八
五
頁
は
反
対
九
乙
で
あ
る
。

(
江
〉
周
知
の
と
お
り
、
無
権
利
の
抗
弁
は
、
す
べ
て
の
手
形
債
務
者
が
主
張
し
う
る
抗
弁
で
あ
る
が
、
手
形
法
一
七
条
で
は
な
く
、
手
形
法
一
六
条
二
項
の
適

論
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用
の
結
果
、
善
意
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
抗
弁
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
契
約
説
ま
た
は
発
行
説
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
交
付
欠
散
の

抗
弁
を
善
意
者
に
対
し
て
主
張
し
え
な
い
と
す
る
説
は
、
一
般
に
は
交
付
欠
散
の
抗
弁
を
手
形
法
一
七
条
の
適
用
が
あ
る
抗
弁
で
あ
る
と
は
解
し
て
い
な
い

で
あ
ろ
う
。

〈
ロ
〉
こ
れ
に
対
し
て
、
裏
書
人
が
手
形
を
受
戻
し
た
場
合
に
、
曜
訳
書
入
は
無
権
利
の
抗
弁
を
再
対
抗
さ
れ
な
い
(
た
だ
し
、
実
質
的
無
権
利
の
抗
弁
を
対
抗

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
こ
の
場
合
に
他
の
手
形
債
務
者
も
こ
れ
を
主
張
し
う
る
)
と
解
す
る
、
伊
沢
(
和
)
「
手
形
の
遡
求
に
お
け
る
償
還
者
の
地
位
川

間
」
法
学
協
会
雑
誌
九
四
巻
五
号
六

O
七
頁
以
下
、
九
五
巻
一

O
号
一
六

O
九
頁
以
下
は
、
従
来
の
学
説
に
比
較
し
て
異
例
の
見
解
で
あ
る
。
な
お
、
川

村
「
手
形
抗
弁
論
の
基
礎
」
法
学
研
究
(
一
橋
大
学
研
究
年
報
〉
日
間
一
頁
以
下
は
、
抗
弁
切
断
に
つ
き
特
異
な
理
論
を
展
開
し
、
手
形
債
務
者
は
、
手

形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
人
的
抗
弁
、
無
権
利
の
抗
弁
、
手
形
債
務
の
存
在
に
関
す
る
抗
弁
を
一
再
対
抗
し
う
る
と
す
る
結
論
を
認
め

る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
本
稿
は
、
後
述
の
と
お
り
、
無
権
利
の
抗
弁
に
つ
い
て
は
、
伊
沢
説
と
志
向
を
同
じ
く
す
る

1

1再
対
抗
を
否
定
す
る

1
1ーが

(
た
だ
し
、
実
質
的
無
権
利
の
抗
弁
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
他
の
債
務
者
に
よ
る
援
用
の
問
題
を
生
じ
な
い
て
手
形
債
務
の
存
在
に
関

寸
る
抗
弁
に
つ
い
て
は
、
検
討
す
べ
き
問
題
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
立
場
を
と
り
、
以
上
の
諸
点
に
お
い
て
、
川
村
論
文
と
は
異
な
る
結
論
に

達
し
た
。

(
臼
)
こ
れ
と
同
時
に
、
本
稿
は
¥
拙
稿
「
善
意
取
得
」
竹
内
・
龍
田
(
編
)
・
現
代
企
業
法
講
座
第
五
巻
(
東
大
出
版
会
)
に
お
い
て
明
確
な
立
場
を
一
万
さ
な

か
っ
た
、
無
権
利
者
が
善
意
・
無
重
過
失
の
取
得
者
か
ら
手
形
を
受
戻
し
た
場
合
に
お
け
る
権
利
取
得
如
何
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
を
も
目
的
と
し
て

い
る
。

手形の再取得と人的抗弁

手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
は
、
自
己
の
前
者
に
対
し
て
遡
求
し
う
る
(
手
形
法
四
九
条
)
。
こ
の
場
合
に
、
裏
書
人
が
主
張
す
る
権
利
は
、

①
裏
書
譲
渡
前
に
一
一
裏
書
人
自
身
が
有
し
て
い
た
権
利
か
、
ま
た
は
②
所
持
人
が
有
し
て
い
た
権
利
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
手
形
を
受
戻
し

た
裏
書
人
は
、
裏
書
譲
渡
に
も
か
か
わ
ら
ず
失
っ
て
は
い
な
い
が
、
手
形
の
所
持
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
使
が
妨
げ
ら
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説

れ
て
い
る
権
利
を
回
復
す
る
と
解
す
る
説
に
よ
れ
ば
、
裏
書
人
が
主
張
す
る
権
利
は
①
の
権
利
で
あ
る
と
構
成
さ
れ
、
手
形
を
受
戻
し
た
裏

書
人
は
、
裏
書
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
失
っ
た
権
利
を
所
持
人
か
ら
再
取
得
(
承
継
取
得
)
す
る
と
解
す
る
説
に
よ
れ
ば
、
一
裏

言命

書
人
が
主
張
す
る
権
利
は
②
の
権
利
で
あ
る
と
構
成
さ
れ
る
。

〔

2
〉

(
3
)

前
説
、
す
な
わ
ち
権
利
回
複
説
の
判
徴
は
、
一
災
者
の
移
転
的
効
力
の
否
定
、
遡
求
，
ふ
拍
仰
を
意
思
表
示
に
も
と
づ
く
責
任
で
あ
る
と
す
る
構
成
、
い
わ
ゆ
る
抗
弁

(
4
)
 

切
断
は
理
論
上
当
然
で
あ
る
と
す
る
点
に
あ
り
、
以
上
の
よ
う
な
内
容
を
心
付
す
る
権
利
凶
復
説
に
よ
れ
ば
手
形
を
受
戻
し
た
妥
当
人
は
、
前
述
一
山
抗
弁
を
刊
刈

(

5

)

(

6

)

 

抗
さ
れ
る
が
、
凶
抗
弁
を
刻
抗
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。

(
7
)
 

こ
れ
に
対
し
、
実
芥
人
は
受
皮
を
解
除
条
件
と
し
て
、
手
形
上
の
権
利
を
譲
渡
す
る
l
j
|停
止
条
件
付
の
権
利
を
有
す
る
i
lー
と
解
す
る
条
件
説
に
よ
れ
ば
、

(
8
)
 

受
J

炭
に
よ
り
条
件
が
成
就
し
、
被
一
一
呉
市
川
人
は
権
利
を
喪
失
し
、
一
災
h
J
M

人
の
停
止
条
件
付
権
利
は
一
舟
び
完
全
な
権
利
に
な
る
と
解
さ
れ
、
権
利
回
復
説
と
同
様
に
、

(

9

)

(

叩

)

手
形
を
受
反
し
た
甫
究
明
白
人
は
、
一
山
抗
弁
を
一
舟
対
抗
さ
れ
る
が
、
間
抗
弁
の
対
抗
を
う
け
な
い
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
権
利
回
復
説
お
よ
び
条
件
説
に
は
、
理
論
上
、
実
際
上
の
難
点
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
受
一
民

は
、
裏
書
に
よ
り
い
っ
た
ん
譲
渡
し
た
と
こ
ろ
の
権
利
の
再
取
得
行
為
で
あ
り
、
受
戻
し
た
裏
書
人
は
所
持
人
の
権
利
を
承
継
す
る
と
解
す

る
学
説
(
我
国
の
通
説
)
を
支
持
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
受
戻
に
よ
る
取
得
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
右
の
学
説
を
前
提

い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

と
す
る
が
、
な
お
、
取
得
の
法
律
上
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
遡
求
義
務
者
の
実
質
的
地
位
に
着
目
し
て
以
下
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
は
な

す
な
わ
ち
、
手
形
の
場
合
に
、
裏
書
人
は
債
務
者
(
遡
求
義
務
き
で
あ
る

l
lい
わ
ゆ
る
合
同
責
任
(
手
形
法
四
七
条
)
を
負
う

l
ー

が
、
裏
書
人
の
他
に
主
債
務
者
が
存
在
し
、
主
管
務
者
が
、
最
終
的
に
経
済
的
な
負
担
を
負
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
遡
求
義

務
者
の
実
質
的
地
位
は
、
保
証
人
ま
た
は
連
帯
債
務
者
の
地
位
に
類
似
す
る
。
こ
の
よ
う
な
類
似
性
に
着
目
し
て
、
手
形
を
受
一
閉
山
し
た
裏
書

人
が
自
己
の
前
者
お
よ
び
主
債
務
者
に
対
し
て
権
利
を
行
使
し
う
る
の
は
、
償
権
者
に
弁
済
し
た
保
証
人
ま
た
は
連
帯
債
務
者
が
権
利
を
行
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使
し
う
る
の
と
同
一
の
法
律
上
の
根
拠
に
も
と
づ
く
も
の
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
に
弁
済
し
た
保
証
人
ま
た
は
連
帯

債
務
者
は
、
債
権
者
に
代
位
す
る
も
の
と
解
さ
れ
、
代
位
の
効
果
は
、
代
位
し
た
者
、
が
求
償
し
う
る
範
囲
内
で

「
債
権
ノ
効
力
及
ヒ
担
保
ト

シ
テ
其
憤
権
者
カ
有
セ
シ
一
切
ノ
権
利
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
」
(
民
法
五

O
一
条
)
る
と
い
う
に
あ
る
。

減
す
べ
き
債
権
自
体
が
移
転
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
受
戻
一
を
所
持
人
が
有
す
る
権
利
の
再
取
得
行
為
と
構
成
す
る

説
に
対
し
て
、
所
持
人
の
権
利
は
弁
済
と
手
形
の
交
付
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
か
ら
、
受
戻
し
た
裏
書
人
に
移
転
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と

す
る
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
た
が
、
以
上
の
と
お
り
、
受
戻
に
よ
る
権
利
取
得
の
根
拠
は
代
位
の
制
度
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
右
の
点
を
問
題

と
す
る
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

代
位
の
効
果
は
、
弁
済
に
よ
っ
て
消

ま
た
、
受
一
戻
に
よ
る
取
得
の
根
拠
が
代
位
の
制
度
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
は
、
手
形
上
の
主
債
務
者
に
対
す
る
権

手形の再取得と人的抗弁

こ
れ
を
担
保
す
る
た
め
の
権
利
で
あ
る
前
者
に
対
す
る
遡
求
権
を
取
得
し
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

代
位
の
場
合
に
、
権
利
移
転
の
た
め
の
対
抗
要
件
を
要
し
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
受
戻
の
場
合
と
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

弁
済
に
よ
り
、
裏
書
人
は
所
持
人
が
有
し
て
い
る
権
利
を
法
律
上
当
然
に
取
得
し
、
こ
の
場
合
に
特
に
権
利
取
得
の
た
め
の
特
別
の
要
件
は

要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
共
通
性
は
、
受
一
炭
に
よ
る
権
利
移
転
が
、
代
位
に
よ
る
権
利
移
転
の
一
例
で
あ
る
こ
と
を
示
す
一
つ
の

根
拠
と
な
ろ
う
。

利
の
他
に
、

学
説
に
よ
れ
ば
、
代
位
の
性
質
は
、
法
律
上
の
債
権
の
移
転
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
一
反
に
よ
る
取
得
の
法
律
的
性

質
は
、
所
持
人
が
有
す
る
債
権
の
法
律
上
の
移
転
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
以
上
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
り
、
一
裏
書
人
は
受
一
反
に
よ
っ
て
所
持

人
が
有
し
て
い
る
権
利
を
再
取
得
(
承
継
取
得
)
す
る
と
解
す
る
学
説
の
結
論
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
E口
問
。

P
H
)
5
4そ
2
r
z
-
Z円
『
日
仏

-
k
r
r
z
-
E誌・

ω・
色
町
山
本
ノ
照
。
な
お
、
受
一
反
し
た
裏
書
人
の
権
利
は
、
受
民
に
よ
っ
て
取
得
し
た
新
た
な

l
l

独
立
し
た
1
1
1権
利
で
あ
り
、
受
戻
に
よ
る
取
得
の
法
律
的
性
質
は
原
始
取
得
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
、
。
c
m
c
p
U
R
巴
ロ

-αEロ
聞
記
口
口
}
内
問
片
足
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説

(列

m
B
r
c己
叫
由
同
町
関
門
冊
目
)
宏
明

H
E
O由
回
世
口
広
ロ

E
巧

2
r
o
-
s
n
z・
5
F
F
o
r
E
N国
別

-
z
a
ω
-
Z
除
。
し
か
し
、
以
下
で
は
、
こ
の
説
に
言
及

し
な
い
、
原
始
取
得
説
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
】
川
由
民
間
・

um片
岡
田
口

E
同
氏
自
母
巧
聞
各
国
冊
目
・
呂
町
吋
・

ω・
司
同
・
参
照
。

(

2

)

権
利
回
復
説
は
、
手
形
を
交
付
す
る
者
は
、
手
形
を
取
得
す
る
個
々
の
取
得
者
と
契
約
を
締
結
し
、
間
接
の
後
者
と
の
間
の
契
約
は
、
中
間
の
者
|
|
使

者
ま
た
は
代
理
人
と
構
成
さ
れ
る
ー
ー
に
よ
っ
て
仲
介
さ
れ
る
と
す
る
手
形
理
論

l
lい
わ
ゆ
る
申
込
説

3
R
2
2
7
0
2ぽ
γー
を
前
提
と
し
て
、
実

警
は
債
権
談
渡
で
は
な
い
と
解
す
る
、
市
民
凶
ロ

m-
白・阻・

0
・
ω・
由
民
・
参
照
。

(

3

)

松
本
「
手
形
市
封
書
の
本
質
を
諭
ず
」
商
法
解
釈
の
諸
問
題
四
六
八
頁
以
下
。

(

4

)

手
形
債
務
者
は
、
自
己
の
す
べ
て
の
後
者
と
直
接
に
契
約
を
結
ぶ
と
す
る
申
込
説
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
手
形
債
務
者
は
被
官
封
書
人
と
の
聞
の
(
|
直
接
の

ー
l
i
契
約
に
も
と
づ
き
債
務
を
負
担
し
、
手
形
債
務
者
と
一
栄
養
人
と
の
関
係
は
、
被
裏
書
人
に
対
す
る
債
務
と
は
関
連
が
な
い
対
側
関
係
に
す
ぎ
な
い
と
解

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
抗
弁
切
断
を
認
め
た
規
定
(
ド
イ
ツ
旧
手
形
条
例
八
二
条
)
は
、
理
論
上
当
然
の
規
定
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
た
、
吋
}
凶
口
目
切
り
回
世

田
g
r
r
zロ
宮
・
∞

L・
ロ
・

E
吋
∞
・
∞
.
仏
罰
由
参
照
。

な
お
、
前
封
書
に
抗
弁
切
断
の
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
市
訳
書
の
性
質
を
債
権
譲
渡
で
あ
る
と
す
る
解
釈
の
障
害
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
切

E
ι
0・
E
O
H
Oロゲ昨日目
n
z
z
s
E
L
2
4弓
o
n
r
o
E
E
g
g
E
g
g
-
同∞∞品・

ω・
混
同
・
参
照
。

(

5

)

以
上
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
前
者
が
破
産
し
た
後
に
手
形
を
受
戻
し
た
爽
番
人
は
、
償
還
請
求
権
と
前
者
が
表
書
人
に
有
す
る
債
権
と
を
相
殺
し

う
る
|
|
命
日
開
O
N
破
産
法
一

O
凶
条
参
照
l
|
と
解
さ
れ
る

o
g図
。

N
P
H
R
-
(
こ
の
場
合
に
つ
き
、
相
殺
を
否
定
し
て
き
た
従
来
の
判
例

l
l

HNO図
。
ロ
・

8
町
一
見
切
品
。
∞
ー
ー
ー
を
変
更
し
た
判
決
で
あ
る
)
参
照
。

(

6

)

ド
イ
ツ
の
判
例
が
、

HNO出
。
忠

-H
時
以
来
、
と
っ
て
き
た
解
釈
で
あ
る
、
見
。
怨
・

8
U
3
u
g
F
8・
怠
叶
参
照
。
学
説
と
し
て
は
、

O
E由
自
宅
柏
町
E

匡
ゲ
円
。
ロ
宮
、
当

o
n
r乙
momOR-
昌
信
・
叩

E
-
E
S・
品

u
p
Z
2
5
4司
o
n
Z
平
5
L
P
Z
n
r
g
n
z・
日
・
〉
ロ
凶

-w
昌
宏
・

ω・
∞
吋
一
関
口
ロ
同
e

F
B
5
0
3
n
E同町
w
F
B
B
Oロ仲間同

NE自
宅

2
Z冊目
m
g
g
-
E
S
-
m
E・
〉
ロ
ヨ
・

Ho

我
国
で
は
、
学
説
と
し
て
は
、
岡
野
・
日
本
手
形
法
二

O
一
頁
、
松
本
・
前
掲
論
文
四
六
七
頁
、
烏
賀
陽
・
手
形
法
一
三
六
頁
以
下
、
判
例
と
し
て
は
、

大
判
大
正
八
年
一
一
月
一
日
民
録
二
五
輯
一
九
三
九
頁
、
大
判
昭
和
八
年
間
月
六
日
民
集
一
二
巻
五
五
一
一
具
、
東
京
地
判
昭
和
三

O
年
一
一
日
二
二
日
下
級

民
集
六
巻
一
一
号
一
一
問
。
八
賞
、
東
京
地
判
昭
和
三
六
年
五
月
一
日
下
級
民
集
一
二
巻
五
号
九
三
三
頁
が
あ
る
。

(

7

)

条
件
と
は
、
法
定
条
件
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
、

c
zロ
rzr
者
。

n
r
z
-
Bロ
Z-
回門戸

F

Z笥・

ω
-
N
S
参
照
。

(
8
)
ω
s
s
'
g
zロ
NWM内
O
B
E
0
5
2
2
E
者

2
Z巴
m
m
m
Z
N
5・
〉

zpwmH品
・
〉
ロ

5
・

2
参
照
。

論
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手形の再取得と人的抗弁

(
9
)
ω
F
E
E
-
巧
E
Z
O戸開。曲目戸
N'E-
〉
ロ

P
即

E
'
K戸ロ
5
・
申
告
丘

HO
参
照
。
条
件
鋭
は
、
権
利
凶
復
説
と
同
様
に
、
自
己
の
前
者
が
破
産
し
た
後

に
手
形
を
受
一
一
民
し
た
裏
書
人
は
、
償
還
請
求
権
と
前
者
が
裏
書
人
に
有
す
る
債
権
と
を
相
殺
し
う
る
と
解
す
る
、

ω
S
E
r
-
T
Eロ
N嶋田・田・。・・叩

E
・
〉
ロ
5
・

U

参
照
。

(
叩
)
ト
イ
ツ
の
学
説
、
が
と
る
見
解
で
あ
る
、
注
(

7

)

、
(

B

)

、

(9)
に
引
用
の
学
説
の
他
に
、
富
山
口

E
o
-
Y
当
R
r
E
-
z
n
z
-
E
ω
N
-
m
H
0・
〉
ロ
自
・
日

己ロ

L
E
U
E
-
F
問。

B
B
O
E
2
2自
宅

2
z
o
-間
再
認
定
・
邑

ωω
・
ω・
邑
参
照
。
我
国
で
は
、
伊
沢
・
前
掲
書
問
七
八
頁
、
な
お
、
問
中
(
耕
)
・
前

掲
書
四
六
七
頁
以
下
、
山
尾
・
新
手
形
法
論
一
二
八
三
頁
も
同
旨
か
。

(

U

)

権
利
回
復
説
に
対
し
て
は
、
以
下
の
批
判
が
あ
る
。
権
利
凶
復
説
は
権
利
の
分
割
を
認
め
な
い
限
り
是
認
し
え
な
い
説
で
あ
る
(
竹
田
・
前
掲
書
一
七
七

頁
、
鈴
木
・
前
掲
書
二
三
四
頁
注
(
四
)
参
照
)
、
裏
蓄
を
債
務
負
担
行
為
と
す
る
解
釈
は
、
官
訳
書
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
合
理
的
な
規
範
意
識
に
反
す
る

(
石
井
・
前
掲
書
二
一
四
頁
、
二
七
八
頁
、
こ
の
他
に
守
口

crr
君
。

nro--
ロ
E
m
n
z
n
r
s
n
z・
z
g・
ω・
8
H・
〉
ロ
旨

ω
参
照
〉
、
権
利
回
復
説
に
よ

れ
ば
、
遡
求
義
務
が
消
滅
し
た
の
に
手
形
を
受
戻
し
た
者
も
再
遡
求
し
う
る
と
解
さ
れ
る
が

(
M
N
0
3噂
H

勾
同

0
5
2
0宅

ωra〉
5
5
n
z
-
P同・
0
・wω
・ぉ・

2
ロ
-N
は
、
こ
れ
を
認
め
る
。
結
論
に
お
い
て
同
旨

E

F
白・同・
0
・w

∞-
N
Z
U
N
o
-
-
E♂
巧
2
G目立
2
2
Z
E
-
〉
色
・

ω・
戸
M
)
、
こ
の
よ
う
な
解

釈
は
手
形
法
の
規
定
ハ
手
形
法
五

O
条
一
項
)
に
そ
わ
な
い
(
出

s
n
rわ
吉
田
岡
山
田
・
河
内

n
Z
仏
間
司
君

2
G
3
5
0・
ロ
・
〉
出
血
・

ω・
呂
田
。
な
お
、
竹
田
・

前
掲
書
一
七
七
頁
参
照
)
。
そ
の
他
の
批
判
に
つ
い
て
は
、

ETH担
w回・同・
0
・wω
・
戸
時
間
・
が
詳
細
で
あ
る
。

条
件
説
に
対
し
て
は
、
以
下
の
批
判
が
あ
る
、
官
訳
書
に
よ
り
解
除
条
件
付
で
権
利
が
移
転
す
る
と
い
う
解
釈
は
、
当
事
者
の
合
理
的
な
規
範
窓
識
に
反
し

た
構
成
で
あ
る
(
石
井
・
前
掲
書
二
七
八
頁
、
鈴
木
・
前
局
番
二
三
四
頁
注
(
四
〉
、
菅
原
・
手
形
法
・
小
切
手
法
務
座

V
五
三
頁
)
、
条
件
成
就
の
効
果
は

遡
及
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
条
件
説
は
抗
弁
切
断
の
理
由
を
十
分
説
明
し
え
な
い
(
竹
田
・
前
掲
書
一
七
七
頁
)
。
そ
の
他
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
宮
山
=
伊

国

b・

o・
ω・
お
一
同
叫
が
詳
細
で
あ
る
。

以
上
の
他
に
、
い
ず
れ
の
説
に
も
、
為
替
手
形
の
場
合
に
、
裏
書
が
あ
っ
た
の
ち
に
引
受
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
引
受
人
に
対
す
る
遡
求
義
務
者
の

権
利
取
得
を
認
め
が
た
い
と
い
う
難
点
が
あ
る
〈
竹
間
・
前
掲
喜
一
七
八
京
、
大
隅
・
改
訂
手
形
小
切
手
法
講
義
一
一
川
三
頁
、
石
井
・
前
掲
書
二
七
八
頁
、

菅
原
・
前
掲
論
文
五
三
頁
)
。

(
ロ
〉
青
木
・
手
形
法
論
コ
一
七
五
頁
以
下
、
西
本
「
手
形
裂
古
人
の
原
始
取
得
説
及
裏
書
人
の
権
利
存
続
説
を
排
す
」
私
法
学
の
諸
問
題
五

O
七
頁
以
下
、
大

隅
・
前
掲
書
一
四
三
頁
以
下
、
大
森
・
新
版
手
形
法
・
小
切
手
法
講
義
一
六
四
頁
、
田
中
(
誠
〉
・
手
形
法
・
小
切
手
法
詳
論
ハ
下
)
六
六
一
一
良
以
下
、
木

内
・
手
形
法
小
切
手
法
(
第
二
版
)
二
七
六
頁
参
照
。
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説

(臼

)
E
T
M
m・帥・田・
0•. 

ω・
E
片
岡
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
出
ロ

2rEわ
吉
田
口
P
白
・
国
・

0.ω
・
呂
町
も
基
本
的
に
同
旨
。

(
日
比
)
大
判
昭
和
六
年
三
月
二
ハ
日
民
集
一

O
巻
一
五
七
一
良
、
大
判
昭
和
-
一
年
六
月
一
一
一
一
日
民
集
一
五
巻
一

O
七
凶
頁
、
我
妻
・
新
訂
債
権
総
論
一
四
九
頁
、

石
田
・
注
釈
民
法
問
三
四

O
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
我
一
安
・
前
掲
喬
二
五
二
頁
、
石
田
・
前
掲
書
三
凶
ム
ハ
頁
参
照
。

(

叩

山

)

戸

gjmop
白・田・
0
・・

ω・
8
参
照
。

(
げ
)
代
位
の
制
度
の
目
的
は
、
「
債
権
ハ
弁
済
ニ
困
リ
テ
既
ニ
消
滅
セ
リ

l
維
モ
弁
済
者
ノ
権
利
ヲ
確
保
ス
ル
為
メ
依
ユ
債
権
者
ノ
権
利
ヲ
以
テ
宋
タ
消
滅
セ

サ
ル
モ
ノ
ト
シ
弁
済
者
ヲ
シ
テ
此
権
利
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
」
こ
と
に
あ
る
、
悔
-
民
法
要
義
巻
之
三
債
権
編
(
地
補
三
三
版
)
二
九
八
頁
参
照
。

(
同
)
大
判
昭
和
二
年
七
月
七
日
民
集
六
巻
凶
五
五
頁
、
我
妻
・
前
掲
苔
二
五
凶
頁
、
石
田
・
前
掲
書
コ
一
川
一
四
頁
。

〈
四
)
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
は
、
手
形
の
交
付
が
な
く
と
も
、
弁
済
に
よ
り
当
然
に
手
形
所
有
権
お
よ
び
手
形
上
の
権
利
を
取
得
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
、

C
E
R
O
S
-凶

2
Z
仏

開

門

司

2
宮司
H
O
B
-
E
S・
ω
-
N
S
山
田

E
n
r
'
P
5
5
w
同-回・
0
・uω
・

5
2
参
照
。

〈
加
)
我
妻
・
前
掲
書
二
五
回
頁
、
石
田
・
前
掲
書
三
三
四
頁
、
学
説
に
つ
い
て
は
、
良
家
・
金
融
法
務
事
情
五

O
O号
三
五
頁
以
下
参
照
。

(
況
〉
同
町
田

nFW
切
命
日
守
山

m
o
E目
当

E
m与
え
宮
門
o
n
E・
ωι
・
ロ

-
E
ω
H・
ω・
5
員
一

d-50Hw
白
-F。・・

ω-M宏
一
型
凶

Em-m-田・
0
・
ω・
臼
参
問
問
。

品

日間

手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
は
、
手
形
の
所
持
人
が
有
し
て
い
た
権
利
を
承
継
取
得
す
る
。
こ
の
場
合
に
、
手
形
債
務
者
は
、
裏
書
人
に
有

し
て
い
た
が
、
手
形
が
善
意
者
に
裏
書
譲
渡
さ
れ
た
結
果
善
意
者
に
は
主
張
し
え
な
く
な
っ
た
抗
弁
を
、
受
戻
し
た
裏
書
人
に
荒
川
び
主
張
し

う
る
と
い
う
結
論
に
は
、
学
説
で
は
、
異
論
が
な
は
。
し
か
し
、
問
題
は
、
以
上
の
結
論
を
導
く
理
論
構
成
如
何
に
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を

検
討
す
る
に
際
し
て
は
、
手
形
債
務
者
が
裏
書
人
に
主
張
す
る
抗
弁
を
、
①
裏
書
人
が
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
者
の
請

求
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
抗
説
、
②
無
権
利
の
抗
説
、
③
手
形
債
務
の
存
在
に
関
す
る
抗
到
に
分
類
し
、
個
別
的
に
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。
け
だ
し
、
手
形
債
務
者
が
、
こ
れ
ら
の
抗
弁
を
善
意
者
に
主
張
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
①
抗
弁
の
場
合
に
は
、
諮
問
意
者
に
は
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対
抗
し
え
な
い
こ
と
を
、
②
抗
弁
の
場
合
に
は
、
善
意
者
が
手
形
上
の
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
を
、
@
抗
弁
の
場
合
に
は
、
手
形
債
務
が
発

生
・
成
立
す
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
受
戻
に
よ
る
取
得
は
、
所
持
人
が
有
す
る
権
利
の
承
継
取
得

で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
受
戻
し
た
裏
書
人
に
対
す
る
抗
弁
の
再
対
抗
の
問
題
は
、
①
抗
弁
の
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
抗

弁
切
断
の
効
果
如
何
の
問
題
で
あ
り
、
②
抗
弁
の
場
合
に
は
、
受
戻
し
た
裏
書
人
の
権
利
取
得
如
何
の
問
題
で
あ
り
、
@
抗
弁
の
場
合
に
は
、

い
っ
た
ん
発
生
・
成
立
し
た
権
利
の
否
定
如
何
の
問
題
で
あ
る
。
以
上
の
三
つ
の
問
題
を
、
善
意
者
に
は
対
抗
し
え
な
い
「
人
的
抗
弁
」
の

再
対
抗
の
問
題
と
し
て
一
括
し
て
論
ず
る
の
は
、
理
論
上
適
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

山
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
に
対
す
る
、
①
抗
弁
の
再
対
抗
を
肯
定
す
る
学
説
の
根
拠
は
、
以
下
の
点
に
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
裏
書

の
法
的
性
質
は
債
権
譲
渡
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
手
形
債
権
の
移
転
と
と
も
に
抗
弁
も
ま
た
付
着
し
て
移
転
す
る
が
、
手
形
が
善
意
者
に
譲

渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
手
形
取
引
の
安
全
の
た
め
に
抗
弁
が
切
断
さ
れ
る
、
し
か
し
、
「
受
戻
し
た
裏
書
人
自
身
に
対
す
る
人
的
抗
弁
は
、

彼
自
身
に
附
着
す
る
回
収
庇
で
あ
る
か
ら
、
一
た
ん
後
者
の
も
と
で
そ
れ
が
切
断
さ
れ
て
完
全
な
権
利
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
彼
自
身
が
権
利

を
行
使
す
る
限
り
、
そ
の
対
抗
を
免
れ
え
な
い
こ
と
は
当
ね
」
で
あ
る
。

手形の再取得と人的抗弁

す
な
わ
ち
、
右
の
学
説
が
「
抗
弁
が
切
断
さ
れ
て
完
全
な
権
利
に
な
る
」
と
す
る
趣
旨
は
、
抗
弁
の
切
断
に
よ
り
、
抗
弁
の
対
抗
を
う
け

な
い
権
利
に
な
る
と
い
う
に
あ
ろ
う
。
以
上
の
と
お
り
と
す
れ
ば
、
学
説
の
解
釈
は
、
善
意
者
か
ら
手
形
の
譲
渡
を
う
け
た
者
は
、
こ
の
よ

う
な
「
完
全
な
」
権
利
を
取
得
し
、
償
還
を
は
た
し
た
裏
書
人
も
ま
た
「
完
全
な
権
利
」
を
取
得
す
る
、
し
か
し
、
人
的
抗
弁
は
受
戻
し
た

裏
書
人
自
身
に
附
着
す
る
寝
庇
で
あ
る
か
ら
、
手
形
債
務
者
は
裏
書
人
に
①
抗
弁
を
再
び
主
張
し
う
る
と
い
う
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
、
手
形
債
務
は
、
債
務
成
立
の
要
件
を
み
た
せ
ば
成
立
す
る
。
①
抗
弁
は
、
権
利
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の

権
利
行
使
を
拒
む
こ
と
を
許
す
抗
弁
で
あ
ろ
犯
。
債
務
者
が
、
裏
書
人
に
①
抗
弁
を
主
張
し
う
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
裏
書
人
は
権
利
者
で

あ
(
加
。
①
抗
弁
の
対
抗
を
う
け
る
裏
書
人
か
ら
、
手
形
の
譲
渡
を
う
け
た
被
裏
書
人
は
、
手
形
上
の
権
利
|
|
手
形
債
権
ー
ー
を
取
得
す
る

北法36(1-2・495)495



説

(
手
形
法
一
四
条
一
項
)
。

し
か
し
、
裏
書
が
債
権
譲
渡
で
あ
る
以
上
、
抗
弁
も
ま
た
承
継
さ
れ
る

Q

そ
こ
で
、
善
意
者
を
保
護
寸
る
た
め
に

善
意
者
に
対
す
る
①
抗
弁
の
主
張
を
許
さ
な
い
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

い
わ
ゆ
る
抗
弁
切
断
の
規
定
(
手
形
法
一
七
条
)

首命

っ
て
、
①
抗
弁
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
手
形
債
務
者
は
こ
れ
を
善
意
者
に

生
ず
る
と
解
す
る
こ
と
が
理
論
上
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

「
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」

(
手
形
法
一
七
条
)
と
す
る
効
果
が

前
述
の
学
説
は
、
以
上
の
解
釈
と
異
な
り
、
抗
弁
の
切
断
に
よ
り
、
抗
弁
が
対
抗
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い

γ

権
利
」
に
な
る
と
解
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
債
権
譲
渡
の
場
合
に
、
債
務
者
は
譲
渡
人
に
対
し
て
主
張
し
え
た
事
由
を

譲
受
人
に
主
張
し
う
る
(
民
法
四
六
八
条
二
項
)
。

「
完
全
な

一
袋
書
の
性
質
は
債
権
譲
渡
で
あ
る
と
解
す
れ
ば
、

手
形
佳
務
者
は
、

善
意
卓
会
に
は
①
抗

善
意
者
か
ら
取
得
し
た
者
に
も
主
張
し
え
な
い
と
す
る
に
足
り
る
理
由
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

前
述
の
と
お
り
、
そ
の
理
由
を
善
意
者
か
ら
取
得
し
た
者
は
、
抗
弁
の
切
断
に
よ
っ
て
成
立
し
た
「
完
全
な
権
利
」
を
承
継
取
得
し
た
こ
と

に
求
め
て
い
(
出
。
い
わ
ゆ
る
抗
弁
切
断
の
意
味
如
何
に
あ
ろ
う
。
学
説
は
、
結
果
と
し
て
、
抗
弁
の
切
断
に
よ
っ
て
、

弁
を
主
張
し
え
な
い
と
し
て
も
、

学
説
は
、

し
か
し
、
問
題
は
、

①
抗
弁
が
善
意
者
お
よ
び
そ
の
後
者
と
の
関
係
に
お
い
て
消
滅
す
る

l
l直
接
の
当
事
者
間
で
は
存
続
す
る

|
iと
解
す
る
の
と
同
一
の
結

し
か
し
、
学
説
は
、
手
形
法
一
七
条
が
相
対
的
な
関
係
に
お
い
て
の
み
①
抗
弁
の
消
滅
を
認
め
た
規
定
で
あ
る
と
解
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
理
由
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
裏
書
が
債
権
譲
渡
で
あ
る
と
い
う
前
提
に

た
っ
か
ぎ
り
、
抗
弁
切
断
に
よ
っ
て
完
全
な
権
利
と
な
り
、
善
意
者
か
ら
手
形
を
取
得
し
た
者
が
こ
の
よ
う
な
権
利
を
承
継
す
る
こ
と
は
理

論
上
当
然
で
あ
る
と
は
、
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
学
説
の
根
拠
は
、
実
質
的
理
由
|

l善
意
者
の
処
分
可
能
性
・
証
券
の
流
通
性

の
確
保
1

1

に
あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
な
い
で
は
な
く
、
こ
の
視
点
か
ら
学
説
を
支
持
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
不
当
で
は
な
い
。
し
か

し
、
受
戻
し
た
裏
書
人
に
対
す
る
①
抗
弁
の
再
対
抗
の
問
題
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
考
慮
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

論
に
達
し
て
い
る
。

て

い
わ
ゆ
る
抗
弁
切
断
の
規
定
(
手
形
法
一
七
条
)
は
、
善
意
者
に
対
す
る
抗
弁
の
対
抗
を
制
限
し
た
に
す
、
ぎ
ず
、
手
形
が
菩
意
者
に
譲 よ
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渡
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
①
抗
弁
の
対
抗
が
制
限
さ
れ
た
と
し
て
も
、
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
が
①
抗
弁
を
再
対
抗
さ
れ
る
こ
と
は
理
論
上

当
然
で
あ
る
と
解
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

問
手
形
債
務
者
が
、
手
形
を
善
意
者
か
ら
受
戻
し
た
裏
書
人
に
主
張
す
る
抗
弁
が
、
②
抗
弁
、
す
な
わ
ち
無
権
利
の
抗
弁
の
場
合
に
も
、

①
抗
弁
の
場
合
と
同
様
に
、
抗
弁
の
再
対
抗
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
問
。
し
か
し
、
受
一
民
の
法
律
構
成
お
よ
び
善
意
取

得
の
効
果
に
関
す
る
学
説
の
解
釈
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
こ
と
は
理
論
上
困
難
で
あ
ろ
う
。

無
権
利
者
か
ら
善
意
・
無
重
過
失
で
手
形
を
取
得
し
た
者
は
、
無
権
利
の
抗
弁
の
対
抗
を
う
け
な
い
ハ
手
形
法
一
六
条
二
項
)
。
学
説
に

よ
れ
ば
、
善
意
取
得
の
効
果
は
善
意
者
に
よ
る
権
利
取
得
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
善
意
取
得
の
結
果
、
旧
所
持
人
は
手
形
上
の
権
利
を
喪
失

す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
は
、
所
持
人

1
善
意
者
が
有
す
る
権
利
を
承
継
取
得
す
る
。
裏
書
人
に
対

す
る
無
権
利
の
抗
弁
の
再
対
抗
を
認
め
る
た
め
に
は
、
無
権
利
者
で
あ
る
裏
書
人
が
受
戻
し
た
結
果
、

い
っ
た
ん
権
利
を
喪
失
し
た
旧
所
持

人
が
再
び
権
利
者
と
な
る

l
i裏
書
人
は
依
然
と
し
て
無
権
利
者
で
あ
る
と
い
う
i
l
l法
律
上
の
根
拠
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

手形の再取得と人的抗弁

こ
の
点
で
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
、
が
採
用
し
て
い
る
「
無
権
利
者
の
戻
取
得

(mcnF2耳
2
σ
ι
2
z
r
z
σ
2
2
Z
H
m
Zロ)」

の
理
論
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
学
説
は
、
無
権
利
者
、
が
い
っ
た
ん
善
意
者
に
譲
渡
し
た
動
産
を
一
民
取
得
し
た
と
き
に
、
所
有
権
が
旧
所
有
者
に

(
岱
)

復
帰
す
る
場
合
が
あ
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。
以
上
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
手
形
の
受
一
炭
の
場
合
に
も
、
無
権
利
者
で
あ
る
裏
書
人
が
善
意
者

し
た
が
っ
て
裏
書
人
は
無
権
利
の
抗
弁
の
対
抗
を
う
け
る
と

か
ら
手
形
を
受
一
反
し
た
と
し
て
も
、
手
形
上
の
権
利
は
旧
所
持
人
に
復
帰
し
、

(
包
}

解
さ
れ
よ
う
。

か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、

の
理
論
の
法
律
上
の
根
拠
そ
れ
自
体
は
、

ま
た
、
こ
の

し
か
し
、

「
無
権
利
者
の
戻
取
得
」

理
論
を
否
定
し
た
と
し
て
も
、
旧
所
有
者
は
債
権
法
上
の
返
還
請
求
権
を
有
し
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
結
論
に
お
け
る

(
お
)

差
異
は
少
な
い
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
指
摘
は
、
手
形
の
受
戻
の
場
合
に
も
妥
当
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
手
形
の
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説

所
持
を
失
っ
た
者
が
、
手
形
を
善
意
者
か
ら
受
戻
し
た
裏
書
人
に
対
し
て
、
無
権
利
の
抗
弁
を
再
び
主
張
し
え
な
い
と
し
て
も
、
通
常
の
場

合
に
は
、
旧
所
持
人
は
手
形
外
の
関
係
か
ら
生
ず
る
返
還
請
求
権
を
有
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
主
張
し
て
履
行
を
拒
む
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
ま
た
手
形
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
受
一
民
の
場
合
に
、
無
権
利
の
抗
弁
の
再
対
抗
を
認
め

る
べ
き
か
否
か
と
い
う
対
立
は
、
旧
所
持
人
と
無
権
利
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
以
上
の
差
異
を
も
た
ら
ず
に
す
ぎ
な
い
。

::':/!‘ 
iiHa 

手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
に
対
し
て
無
権
利
の
抗
弁
を
再
対
抗
し
え
な
い
ー
ー
ー
す
な
わ
ち
、
無
権
利
者
で
あ
る
裏
書
人
が
受
戻
に
よ
っ
て

善
意
者
か
ら
権
利
を
承
継
取
得
す
る
1
1
1
と
い
う
結
論
自
体
が
不
当
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
論
的
根
拠
を
、
善
意
取
得
の
効
果
は
、
返

(
犯
)

還
義
務
の
否
定
、
す
な
わ
ち
返
還
請
求
の
制
限
に
す
ぎ
な
い
(
手
形
法
一
六
条
二
項
)
と
い
う
解
釈
に
求
め
る
ほ
か
な
い
で
あ
る
う
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
、
善
意
取
得
者
の
保
護
に
問
題
を
残
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
を
要
約
す
る
と
、
手
形
の
受
戻
の
場
合
に
、
無
権
利
の
抗
弁
の
再
対
抗
を
認
め
る
解
釈
は
、
旧
所
持
人
・
'
鉱
山
権
利
者
聞
の
法
律
関
係

に
お
い
て
は
、
再
対
抗
を
否
定
す
る
説
と
実
質
上
の
差
異
が
少
な
く
、
ま
た
理
論
上
の
根
拠
も
明
確
と
は
い
え
な
い
と
解
さ
れ
る
。
む
し

ろ
、
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
に
対
し
て
弁
済
す
る
債
務
者
の
保
護
の
観
点
か
ら
は
、
善
意
者
か
ら
受
戻
し
た
裏
書
人
は
無
権
利
の
抗
弁
を

再
対
抗
さ
れ
な
い
1

l
裏
書
人
は
、
善
意
者
の
権
利
を
承
継
取
得
す
る

l
!と
す
る
解
釈
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

問
手
形
債
務
者
が
、
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
に
、
③
抗
弁
、
す
な
わ
ち
手
形
債
務
の
存
在
に
関
す
る
抗
弁
を
再
対
抗
し
う
る
の
か
否

か
は
、
手
形
債
務
の
成
立
に
関
す
る
抗
弁
の
効
力
如
何

l
lす
な
わ
ち
、
手
形
理
論
如
何
ー
ー
に
関
す
る
解
釈
の
問
題
に
帰
着
す
る
。

創
造
説
を
前
提
と
す
れ
ば
、
交
付
欠
快
の
場
合
に
も
手
形
債
務
が
発
生
し
、
交
付
欠
扶
の
抗
弁
の
制
限
は
権
利
移
転
行
為
の
城
庇
と
し
て

②
抗
弁
の
問
題
に
あ
た
る
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
に
は
、
裏
書
人
が
手
形
を
受
戻
し
た
場
合
に
、
②
抗
弁
の
再
対
抗
が
認
め
ら

れ
る
の
と
同
一
の
理
由
に
も
と
づ
き
、
交
付
欠
扶
の
抗
弁
は
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
に
再
対
抗
さ
れ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
手
形
行
為
に
民

法
の
意
思
表
示
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
解
釈
に
よ
れ
ば
、
意
思
表
示
の
寝
庇
の
抗
弁
は
、
①
抗
弁
の
例
に
該
当
し
、
し
た
が
っ
て
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(
お
)

受
戻
の
場
合
に
は
、
①
抗
弁
の
再
対
抗
が
認
め
ら
れ
る
の
と
同
一
の
根
拠
に
も
と
づ
き
、
受
戻
し
た
裏
書
人
に
対
抗
さ
れ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
交
付
契
約
説
・
権
利
外
観
説
を
前
提
と
し
て
、
交
付
欠
依
の
抗
弁
、
意
思
表
示
の
回
収
庇
の
抗
弁
は
善
意
・
無
重
過
失
(
手

形
法
一

O
条
・
一
六
条
二
項
)
の
取
得
者
に
主
張
し
え
な
い
抗
弁
に
該
当
す
る
と
す
る
学
説
が
、
受
戻
の
場
合
に
お
け
る
@
抗
弁
の
再
対
抗

を
、
い
か
な
る
根
拠
に
も
と
づ
き
基
礎
づ
け
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
二
般
に
は
、
い
わ
ゆ
る
権
利
外
観
責
任
は
、

有
責
に
外
観
を
惹
起
し
た
こ
と
に
も
と
づ
く
責
任
で
あ
り
、
善
意
者
は
完
全
な
手
形
債
権
取
得
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ

初
。
手
形
を
善
意
・
無
重
過
失
の
取
得
者
か
ら
受
戻
し
た
裏
書
人
は
、
取
得
者
が
有
す
る
手
形
債
権
を
承
継
取
得
す
る
。
以
上
の
と
お
り
と

す
れ
ば
、
手
形
債
務
者
は
、
交
付
の
欠
扶
・
意
思
表
示
の
暇
庇
を
主
張
し
て
自
己
の
手
形
債
務
の
成
立
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解

す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
解
釈
を
前
提
と
す
れ
ば
、
手
形
自
国
務
者
は
、
善
意
者
か
ら
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
に

対
し
て
@
抗
弁
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
原
因
関
係
の
抗
弁
を
主
張
す
る
ほ
か
な
い
と
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
に
対
す
る
、
@
抗
弁
の
再
対
抗
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
@
抗
弁
を
善
意
者
に
は
対
抗
し
え
な
い

と
す
る
結
論
を
導
く
理
論
構
成

i
l手
形
理
論
|
|
如
何
の
問
題
に
帰
着
す
る
。

手形の再取得と人的抗弁

(

1

)

な
お
、
承
継
取
得
説
を
と
る
と
、
善
意
者
へ
の
流
通
で
人
的
抗
弁
が
切
断
さ
れ
、
き
れ
い
に
な
っ
た
権
利
が
一
丹
取
得
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
論
は

説
明
し
に
く
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
、
高
窪
・
手
形
・
小
切
手
法
通
論
二
九
五
頁
。
ま
た
、
承
継
取
得
説
に
よ
れ
ば
、
盗
取
者
・
拾
得
者
が
手
形
を
受
戻
し

た
場
合
に
、
完
全
な
権
利
者
と
な
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
、

ω窓
口
同
】

'
e
gロN
-

白・白・。・噂

mE-
〉
ロ
ヨ
・
吋
由
参
照
。

(

2

)

本
稿
一
注
(

1

)

に
例
示
し
た
抗
弁
で
あ
る
。

(

3

)

本
稿
一
注
(

9

)

に
例
示
し
た
抗
弁
で
あ
る
。

(

4

)

本
稿
一
注
(
叩
)
に
例
示
し
た
抗
弁
で
あ
る
。

ハ
5
〉
た
だ
し
、
交
付
欠
紋
・
意
思
表
示
の
殻
庇
の
抗
品
川
、
手
形
の
受
戻
の
な
い
弁
済
の
抗
弁
は
、
①
抗
弁
に
該
当
す
る
と
い
う
解
釈
に
よ
れ
ば
、
③
抗
弁
の
多

く
は
①
抗
弁
の
例
に
吸
収
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
①
抗
弁
と
②
抗
弁
と
は
異
な
る
性
質
の
抗
弁
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
(
創
造
説
を
前
提
と
す
る
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説

鈴
木
・
前
掲
者
一
閃

O
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
交
付
欠
紋
・
綬
庇
の
抗
弁
は
手
形
移
転
行
為
の
寂
庇
の
問
題
|
|
す
な
わ
ち
、
②
抗
弁
の
問
題
i
ー
と
し
て
処

理
さ
れ
る
)
、
受
戻
の
場
合
に
善
意
者
に
対
抗
し
え
な
い
抗
弁
の
再
対
抗
一
般
に
つ
い
て
論
ず
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。

(

6

)

権
利
回
復
説
を
前
提
と
し
な
い
限
り
、
受
戻
の
場
合
に
善
意
者
に
対
抗
し
え
な
い
抗
弁
の
再
対
抗
一
般
の
問
題
と
し
て
論
ず
る
の
は
、
理
論
上
適
当
で
は

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

7

)

こ
れ
な
否
定
す
る
学
説
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
手
形
法
一
七
条
の
抗
弁
は
、
そ
の
性
質
上
も
と
も
と
手
形
に
表
京
さ
れ
る
い
る
も
の
で
は
な
い
、
上
回
・

前
掲
論
文
八
-
及
、
人
的
抗
弁
権
は
衡
平
法
的
な
反
対
権
で
あ
る
、
倉
沢
・
金
融
商
事
判
例
三
八
一
号
三
頁
、
し
た
が
っ
て
、
人
的
抗
弁
は
爽
古
に
よ
っ
て
移

転
し
な
い
と
解
す
る
。

し
か
し
、
表
苫
の
法
的
性
筑
は
債
総
議
渡
で
あ
る
と
解
す
る
限
り
(
上
回
・
前
掲
論
文
八
頁
も
、
こ
れ
を
前
提
と
す
る
可
哀
書
と
と
も
γ
抗
弁
が
承
継

さ
れ
る
と
師
附
す
る
ほ
か
な
く
、
人
的
抗
弁
が
手
形
に
表
章
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
直
ち
に
人
的
抗
弁
が
移
転
し
な
い
と
解
す
べ
き
理
論
上
の
根
拠
は
な

い
。
い
わ
ゆ
る
悪
意
の
抗
弁
を
認
め
た
手
形
法
一
七
条
但
書
は
、
取
得
者
が
悪
意
の
場
合
に
手
形
債
務
者
が
、
所
持
人
の
前
者
に
対
す
る
人
的
関
係
に
も
と

づ
く
抗
弁
を
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
た
規
定
で
あ
り
、
人
的
抗
弁
は
承
継
さ
れ
な
い
と
す
る
解
釈
と
調
和
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、

倉
沢
・
前
掲
論
文
三
頁
参
照
。

手
形
の
哀
舎
が
債
権
譲
渡
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
権
利
回
復
説
に
よ
れ
ば
、
人
的
抗
弁
の
承
継
を
生
じ
な
い
こ
と
は
、
理
論
上
当
然
で
あ
る
が
、
河
本

「
手
形
法
に
お
け
る
悪
意
の
抗
弁
」
民
商
法
雑
誌
三
六
巻
四
号
五
二
五
頁
参
照
、
手
形
英
語
が
債
権
譲
渡
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
抗
弁
の
付
芳
、

承
継
を
否
定
す
る
こ
と
は
理
論
上
困
難
で
あ
ろ
う
。

(

8

)

河
本
・
前
掲
論
文
五
二
五
頁
以
下
参
照
。

ハ
9
)

鈴
木
・
前
掲
投
二
九
九
頁
注
(
二
ハ
)
参
照
。
同
国
日
・
回
中
(
誠
)
・
前
掲
書
六
六
三
頁
、
大
隅
u
H
河
本
・
前
掲
省
三
五

O
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
三
五
年
一

月
二
二
日
下
級
民
集
一
一
巻
一
号
九
三
頁
、
一
戻
哀
害
に
つ
い
て
前
回
(
庸
)
・
手
形
法
・
小
切
手
法
入
門
二
二
三
頁
、
な
お
、
向
者
二
二
五
又
は
、
無
権
利

者
の
抗
弁
に
つ
い
て
も
、
そ
の
人
個
人
に
附
着
す
る
と
解
す
る
。

(
叩
)
そ
れ
故
、
人
的
抗
弁
切
断
後
の
悪
怠
の
取
得
者
も
、
「
完
全
」
な
権
利
を
承
継
取
得
し
、
し
た
が
っ
て
、
抗
弁
の
対
抗
を
う
け
な
い
と
解
寸
る
の
で
あ
ろ

う
。
鈴
木
・
前
掲
努
二
四
五
頁
、
田
中
(
誠
)
・
前
掲
書
二
五
二
頁
。

(
日
)
手
形
交
付
の
原
因
関
係
の
欠
欲
、
殺
抗
の
抗
弁
(
無
因
論
を
前
提
と
す
る
)
、
手
形
外
の
猶
予
の
抗
弁
等
が
、
①
抗
弁
に
該
当
し
、
手
形
訟
一
七
条
に
い

う
「
人
的
関
係
ニ
基
ク
抗
弁
」
で
あ
る
ニ
と
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

5命
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手形の再取得と人的抗弁

(
ロ
)
安
倍
・
前
掲
論
文
四
六
頁
が
指
摘
し
、
倉
沢
・
前
掲
書
二
二
二
頁
が
こ
れ
に
賛
成
す
る
。

(
日
)
梅
・
前
掲
書
一
二
八
頁
参
照
。
そ
の
根
拠
は
、
債
務
者
が
関
与
し
な
い
、
債
権
者
と
譲
受
人
間
の
談
波
に
よ
り
ほ
務
者
が
不
利
益
を
う
け
る
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
に
あ
ろ
う
、
開
ロ
ロ
O口口
2
Z
T円。
r
s
g
p
∞口

rzEH白口宮・

5
・

K

戸己目凶
-w

∞

-ug
参
照
。

(HH
〉
受
戻
の
場
合
に
つ
き
、
鈴
木
・
前
掲
書
二
九
九
頁
注
(
一
六
〉
、
戻
裏
書
の
場
合
に
つ
き
、
石
井
・
前
組
問
書
二
四

O
頁
参
照
。

し
か
し
、
学
説
の
解
釈
は
、
@
抗
介
、
す
な
わ
ち
無
権
利
の
抗
弁
(
手
形
法
一
六
条
二
項
〉
、
③
抗
弁
、
す
な
わ
ち
手
形
債
務
存
在
に
関
す
る
抗
弁
に
つ

い
て
は
と
も
か
く
、
相
手
方
の
権
利
を
今
わ
な
い
①
抗
弁
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
お
)
た
だ
し
、
川
村
・
前
掲
論
文
九
一
頁
以
下
は
、
い
わ
ゆ
る
抗
弁
切
断
の
効
果
に
関
す
る
学
説
の
理
解
に
つ
き
、
本
稿
と
異
な
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

(
時
〉
①
抗
介
、
す
な
わ
ち
相
手
方
の
権
利
の
行
使
を
妨
げ
る
権
利
は
、
そ
の
消
滅
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
消
滅
す
る
、
吋
己
目
玉
〉
口
問

O
B
O
E
2
吋
由
巳
仏
何
回

国
営
問
。
川
口

n
r
g
H
N
o
n
r
g・
出
品

-
F
E
H
0・
ω・
8
N
参
照
。
し
か
し
、
手
形
法
は
、
以
上
の
権
利
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
を
規
制
す
る
に

す
ぎ
ず
、
債
務
者
が
有
す
る
右
の
よ
う
な
権
利
の
発
生
消
滅
は
、
民
法
そ
の
他
の
法
律
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
口
)
人
的
抗
弁
切
断
後
の
怒
意
の
取
得
の
場
合
に
関
す
る
、
大
隅

1
河
本
・
前
掲
喜
二
二
七
頁
、
木
内
・
前
掲
書
二
二

O
頁
の
指
摘
を
参
照
。

(
国
)
以
上
の
理
論
構
成
と
異
な
り
、
抗
弁
制
限
の
原
則
に
よ
り
善
意
者
は
、
前
者
の
有
し
て
い
る
は
ず
の
「
あ
る
べ
き
権
利
」

l
l所
持
人
が
抗
弁
の
対
抗
が

全
く
な
け
れ
ば
有
し
て
い
る
べ
き
、
非
実
在
的
な
権
利
l
lー
を
取
得
す
る
と
い
う
独
自
の
理
論
を
前
提
と
し
て
、
抗
弁
が
後
者
の
取
得
に
よ
っ
て
消
滅
す
る

こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
抗
弁
は
手
形
債
務
者
と
受
戻
し
た
裏
書
人
と
の
闘
に
残
存
す
る
と
主
張
す
る
説
、
川
村
・
前
掲
論
文
八
一
一
良
以
下
、
同
-

私
法
四
二
号
一
七
九
頁
以
下
(
な
お
、
川
村
論
文
の
論
旨
は
甚
だ
難
解
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
を
誤
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
を
お
そ
れ
る
可
ド
イ
ツ
の

学
説
が
採
用
す
る
「
無
権
利
者
の
戻
取
得
」
の
理
論
に
依
拠
し
て
、
抗
弁
の
対
抗
を
う
け
る
べ
き
者
が
手
形
を
一
持
取
得
し
た
場
合
に
、
「
保
護
に
値
す
る

取
得
行
為
」
が
存
在
し
な
い
も
の
と
解
し
、
抗
弁
の
再
対
抗
を
認
め
る
説
、

(
U
E
R
F
己
目
ぬ
ぐ

2
5
5ロ
与
え

Z
口
問
即
日
仏

g
z
n
v
g
H
ν
ユS

円

H
E
r
-

M
叩

β
・
ω・
官
。
ヶ
出
口
四
口
}
?
の
伊
国
国
門
戸
田
w
m
h
・。
-w
∞
-
H
O
J
ミ
・
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

(
均
)
豊
崎
・
手
形
法
・
小
切
手
法
講
座

E
一
五
六
頁
、
高
窪
・
手
形
法
・
小
切
手
法
(
法
律
学
一
二

O
講
)
一
↓
ハ
ム
ハ
真
、
大
阪
地
判
昭
和
二
九
年
五
月
七
日
下
級

民
集
五
巻
五
号
六
四
九
頁
、
な
お
、
ド
イ
ツ
で
も
、
一
般
に
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
、

ω
g
Eず
2
3ロ
♂
国

F
O
-
-
m
E
-
〉
回
目
・

4
ω

参
照
。

〈
却
)
松
本
・
手
形
法
五
九
頁
参
照
。

(
幻
)
石
井
・
前
掲
書
五
三
五
参
照
。
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(
明
叫
)
具
体
的
に
は
、
一
以
取
得
が
無
絞
利
者
と
善
意
者
と
の
間
の
法
律
関
係
の
清
算
(
河
位
円
r一回ゲ耳
W
E
Z口
問
)
と
し
て
な
さ
れ
た
場
合
、
無
権
利
者
が
担
保
の
た

め
に
動
産
を
談
渡
し
た
後
に
、
依
務
を
弁
済
し
て
取
り
戻
し
た
場
合
等
で
あ
る
、
回

E
♂

戸

σ
z
r
z口
r
p
m
ω
m
w
n
r
g
g
n
r
z・
ロ
・
〉
三
「

ω
A
a
参
照
。

(
お
)
巧
。
-
R
・何回一回

F

F
ロ
r
g
s
n
E
-
S印
戸

ω
-
N印
ご
一

ω仲
間
邑
区
間
R
-
F円
mw
同
C
B
B
O
E
R
N
E
B
切
ロ
円
問
。
岳
口

r
g
p
n
y
z・
ロ
-
b
'
Z
出
4
m
g
N・

〉
ロ

B
-
a
u
M
ν
曲
目
白
ロ
《
同
寸
即
日
明
。
ロ
問
。

w
切
の
∞
・
品
。
・
K

戸口出

-wω
・
HOU叶
・
な
お
我
国
で
は
、
好
美
・
注
釈
民
法
問
一
一
-
一
八
頁
以
下
。
ド
イ
ツ
の
学
説
に
つ
い
て

は
、
伊
藤
「
民
法
第
一
九
二
条
に
お
け
る
所
有
権
取
得
構
成
」
法
政
論
集
三
四
号
五
六
頁
以
下
参
照
。

(
出
)
の
田
ロ

R
U
w
同・同・
0
・M
M
8
f
z
z
o
n
F
(
U
S
R
Y
伊

-E・。・・

ω・
5
叶
内
・
参
照
。

N
o
-
-
Z
H
-
F
F
O
-
-
ω
-
H
H
0・
も
基
本
的
に
は
同
旨
か
。

(
お
)
巧

-
o
m
g
L・
』
口
氏

z
u
n
r
o
ω
n
r己
ロ
ロ

m

E斗

Y
ω
・
8
時
間
・
参
照
。
結
論
に
お
け
る
差
異
は
、
無
権
利
者
の
依
権
者
が
動
産
を
差
押
え
た
場
合
、
無
権
利

者
が
破
産
し
た
場
合
に
あ
ら
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
、

o
g
n
}内
、
冨
口
ロ
ロ
宮
ロ
四
片
岡
ハ

O
B自
g
昨
日
・
回
可
問
。
円

F
r
g
C
2
R
N
r
z
r・
切
《
戸
仏

-H也∞
H・
m
S
N・岡山《
2

4
由
民
・
参
照
。

(
お
)
旧
所
持
人
が
、
手
形
を
受
反
し
た
災
詩
人
に
対
し
て
無
権
利
の
抗
弁
を
主
張
す
る
場
合
に
は
、
原
因
関
係
が
欠
紋
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
原
因
関
係
に
毅

庇
が
あ
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
伊
沢
(
和
)
・
前
掲
論
文
一
六
二
問
頁
以
下
は
、
無
権
利
の
抗
弁
は
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
に
再
対
抗
さ
れ
な
い
と
す
る
前
提
に
た
ち
つ
つ
、
手
形
を

盗
取
し
た
者
は
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
③
受
一
戻
し
た
後
に
お
い
て
こ
の
義
務
を
履
行
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
手
形
を
返
泣

す
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
実
質
的
に
無
権
利
者
と
同
視
し
う
べ
き
地
位
に
た
っ

l

|
他
の
債
務
者
は
、
所
持
人
が
実
質
的
に
無
権
利
で
あ
る
と
い
う
抗

弁
を
主
張
で
き
る
|
l
i
が
、
@
こ
の
義
務
を
即
版
行
し
た
場
合
に
は
、
も
と
の
所
持
人
に
対
し
て
権
利
を
行
使
し
う
る
と
解
寸
る
。

以
上
の
⑥
の
場
合
に
お
け
る
結
論
に
は
問
題
は
な
い
が
(
こ
の
場
合
に
、
非
権
利
者
の
処
分
の
i
|
|
遡
及
効
が
あ
る

!
l追
認
の
理
論
を
適
用
す
る
余
地

が
あ
ろ
う
)
、
@
の
場
合
に
、
損
害
賠
償
義
務
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
手
形
を
返
還
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
す
る
理
由
は
明
礁
で
は
な
く
(
旧

所
持
人
が
受
戻
し
た
哀
舎
人
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
債
権
と
手
形
債
権
と
の
相
殺
を
主
張
し
た
場
合
は
別
で
あ
ろ
う
可
し
た
が
っ
て
損
害
賠
償
義
務
を
履

行
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
受
戻
し
た
哀
番
人
が
実
質
的
に
無
権
利
者
と
同
視
し
う
べ
き
地
位
に
た
っ
と
す
る
理
由
は
な
い
(
手
形
債
務
者
が
、
他
の
債
務

者
の
有
す
る
相
殺
権
を
援
用
し
う
る
と
い
う
理
論
上
の
根
拠
は
な
い
、

g
gロ
N
w
p
m・o
-
w
m
h・
〉
ロ

B-
∞
参
照
)
。
善
意
者
か
ら
手
形
を
交
戻
し
た
裏
書

人
は
、
手
形
上
の
権
利
を
善
意
者
か
ら
承
継
す
る
と
い
う
前
提
に
た
っ
か
ぎ
り
、
裏
書
人
が
権
利
者
で
あ
る
こ
と
は
理
論
上
当
然
で
あ
り
、
'
」
の
場
合
に
裏

書
人
の
実
質
的
無
権
利
を
問
題
と
す
る
根
拠
は
な
い
。

(
お
)
以
上
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
手
形
が
善
意
取
得
さ
れ
た
と
し
て
も
、
旧
所
持
人
は
依
然
と
し
て
権
利
者
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

論
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手形の再取得と人的抗弁

(
匁
)
松
本
・
前
掲
書
五
九
頁
参
照
。

(
初
)
な
お
、
川
村
・
前
掲
論
文
八
五
頁
以
下
参
照
。

(
訂
)
善
意
者
か
ら
受
戻
し
た
官
訳
書
人
は
、
無
権
利
の
抗
弁
を
再
対
抗
さ
れ
な
い
と
す
る
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
裏
書
人
の
地
位
は
、

l
l通
常
は

l
l
'原

因
関
係
が
裳
書
の
後
に
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
所
持
人
の
地
位
と
実
質
的
に
は
同
一
で
あ
ろ
う
。

(
位
)
鈴
木
・
前
掲
書
一
回
二
頁
以
下
参
照
。
す
な
わ
ち
、
証
券
の
作
成
に
よ
っ
て
手
形
債
務
ば
発
生
す
る
が
、
盗
取
者
、
預
か
っ
た
者
は
無
権
利
者
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
者
か
ら
手
形
を
取
得
し
た
善
意
者
は
善
意
取
得
の
規
定
(
手
形
法
一
六
条
二
項
)
に
よ
り
手
形
上
の
権
利
を
取
得
す
る
と
解
す
る
。

(
お
)
石
井
・
前
掲
書
九
五
頁
、
学
説
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
平
出
・
手
形
法
・
小
切
手
法
講
座
I
八
一
一
良
以
下
参
照
。

(
川
品
)
手
形
の
受
戻
が
な
い
弁
済
に
よ
っ
て
手
形
債
務
は
消
滅
し
な
い
と
す
る
説
に
よ
れ
ば
、
弁
済
の
抗
弁
は
①
抗
弁
に
該
当
し
、
手
形
債
務
者
は
裏
書
人
に
対

し
て
抗
弁
を
一
得
対
抗
し
う
る
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。

(
お
)
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
・
通
説
で
あ
る
、
拙
稿
・
弘
法
問
一
号
八
三
頁
以
下
参
照
。

(
お
)
た
だ
し
、
。
E
E
H
U
説
に
つ
い
て
は
、
注
(
凶
〉
(
払
)
参
照
。

(
幻
)
善
意
者
は
、
相
対
的
な
関
係
に
お
い
て
の
み
権
利
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
完
全
な
手
形
上
の
権
利
を
取
得
す
る
、
そ
れ
故
、
善
意
者
か
ら
譲
渡
を
う
け

た
者
は
、
そ
の
善
意
・
悪
意
の
如
何
を
関
わ
ず
に
権
利
を
取
得
す
る
と
解
さ
れ
る
、
の
白
出
血
円

F
F白・
0
・・

ω・
日
出
参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
権
利

外
観
説
の
適
用
の
結
果
は
、
相
対
的
で
あ
る
(
善
意
者
に
対
す
る
③
抗
弁
の
主
張
が
制
限
さ
れ
る
結
果
、
善
意
者
が
権
利
を
取
得
し
た
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ

る
)
と
解
す
れ
ば
、
債
務
者
は
、
善
意
者
か
ら
受
戻
し
た
裏
書
人
に
対
し
て
③
抗
弁
を
再
対
抗
し
う
る
と
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
叩
拍
〉
こ
れ
に
対
し
、
伊
沢
ハ
和
〉
・
前
世
間
論
文
一
六
二
九
頁
注

(
M
W
川
村
・
前
掲
論
文
八
二
頁
以
下
は
、
反
対
の
結
論
を
と
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

(
泊
)
手
形
行
為
に
民
法
の
意
思
表
示
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
説
に
よ
れ
ば
、
意
思
表
示
の
無
効
・
取
消
の
主
張
を
制
限
す
る
規
定
(
民
法
九
四
条
二

項
・
九
六
条
三
項
)
が
あ
る
場
合
に
、
債
務
者
は
善
意
者
に
無
効
ま
た
は
取
消
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ー
ー
そ
の
結
果
、
第
三
者
の
下
で
手
形
債
務

が
発
生
す
る

l
lと
解
さ
れ
る
。
取
消
を
対
抗
し
え
な
い
と
は
、
善
意
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
取
消
の
効
果
を
主
張
し
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
(
鳩

山
・
法
律
行
為
乃
至
時
効
一
七
一
一
員
)
。
し
た
が
っ
て
、
裏
書
人
が
善
意
者
か
ら
手
形
を
受
戻
し
た
と
し
て
も
、
手
形
債
務
者
は
市
訳
書
人
に
対
し
て
取
消
の

効
果
を
主
張
し
う
る
と
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
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説

四

E.ん
員冊

受
戻
に
よ
っ
て
、
裏
書
人
は
所
持
人
が
有
す
る
権
利
を
承
継
取
得
す
る
と
す
る
解
釈
を
前
提
と
す
れ
ば
、
手
形
債
務
者
は
、
手
形
を
受
戻

し
た
裏
書
人
に
対
し
て
、
裏
書
人
の
後
者
に
有
す
る
抗
弁
を
主
張
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
手
形
債
務
者
が
、
こ
の

場
合
に
裏
書
人
に
対
し
て
主
張
す
る
抗
弁
と
は
、
①
裏
書
人
の
後
者
に
有
す
る
人
的
抗
弁
、
②
無
権
利
者
か
ら
受
戻
し
た
と
い
う
抗
弁
、

@
手
形
債
務
が

l
l弁
済
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
l
1
1
す
で
に
消
滅
し
た
と
い
う
抗
弁
で
あ
ろ
う
。

②
抗
弁
の
対
抗
如
何
の
問
題
は
、
善
意
・
無
重
過
失
で
無
権
利
者
に
弁
済
し
た
債
務
者
の
免
責
の
問
題
に
帰
着
す
る
。
学
説
で
は
、
善
意
・

無
重
過
失
で
(
手
形
法
四

O
条
三
項
)
無
権
利
者
か
ら
受
戻
し
た
裏
書
人
に
対
し
て
無
権
利
の
抗
弁
を
主
張
し
え
な
い
と
い
う
結
論
に
は
、

異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

③
抗
弁
は
、
一
般
に
は
善
意
者
に
対
抗
し
え
な
い
抗
弁
と
解
さ
れ
て
い
必
。
手
形
の
受
戻
の
な
い
弁
済
に
よ
っ
て
、
手
形
債
務
は
消
滅
し

な
い
と
す
ん
鮮
に
よ
れ
ば
、
手
形
債
務
消
滅
の
抗
弁
は
①
抗
弁
、
す
な
わ
ち
人
的
抗
弁
(
手
形
法
一
七
条
)
に
あ
た
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
し

か
し
、
一
般
に
は
、
手
形
の
受
一
民
の
な
い
弁
済
に
よ
っ
て
手
形
債
務
が
消
滅
し
な
い
と
す
る
根
拠
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
と
お
り
と
す
れ
ば
、
手
形
債
務
者
が
裏
書
人
の
後
者
に
有
す
る
抗
弁
が
、
①
の
人
的
抗
弁
で
あ
る
場
合
は
比
較
的
少
な
く
、
手
形

外
の
「
猶
打
」
、
「
請
求
し
な
い
と
い
う
合
意
(
宮

n
z
s
pロ。
3
2
2
M
U
)」
の
抗
弁
が
そ
の
具
体
例
で
あ
ろ
う
。

手
形
債
務
者
が
こ
の
よ

う
な
抗
弁
を
裏
書
人
の
後
者
に
有
し
て
い
る
場
合
に
、
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
は
、
そ
の
善
意
・
悪
意
の
如
何
を
問
わ
ず
に
、
抗
弁
の
対

(
8
)
 

抗
を
う
け
な
い
と
い
う
結
論
に
は
、
問
題
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
受
戻
に
よ
る
取
得
を
、
所
持
人
の
権
利
の
承
継
取
得
で
あ
る
と
解
し
た
と
し

て
も
、
こ
の
結
論
に
変
わ
り
は
な
い
。
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こ
れ
に
対
し
、
手
形
債
務
者
が
、
裏
書
人
の
後
者
に
有
す
る
抗
弁
が
③
抗
弁
、
す
な
わ
ち
手
形
債
務
が
消
滅
し
た
と
い
う
抗
弁
で
あ
る
場

合
に
、
手
形
を
受
戻
し
た
善
意
・
無
重
過
失
の
裏
書
人
は
、
こ
の
抗
弁
を
対
抗
さ
れ
な
い
と
解
す
る
学
説
が
あ
る
。
以
上
の
学
説
は
、
こ
の

場
合
に
、
手
形
法
四

O
条
三
項
の
適
用
(
ま
た
は
準
用
)
が
あ
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
③
抗
弁
の
対
抗
如
何
は
、
す
で
に
消
滅

し
た
漬
務
の
新
た
な
成
立
如
何
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
手
形
法
四

O
条
三
項
は
、
善
意
・
無
重
過
失
で
弁
済
し
た
債
務
者
の
免
責
に
関
す
る
規

定
で
あ
り
、
手
形
を
受
戻
し
た
善
意
・
無
重
過
失
の
裏
書
人
の
前
者
に
対
す
る
権
利
を
基
礎
づ
け
る
規
定
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

場
合
に
手
形
法
四

O
条
三
項
を
適
用
ま
た
は
(
準
用
)
す
る
根
拠
は
十
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、
前
述
の
と
お
(
問
、
手
形
債
務
者
は
合
同
責
任
を
負
担
し

(
手
形
法
四
七
条
一
項
)
、

遡
求
義
務
者
の
地
位
は
、

民
法
上
の
保
証

人
・
連
帯
債
務
者
の
地
位
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
手
形
を
受
戻
し
た
遡
求
義
務
者
の
権
利
取
得
は
、
民
法
上
の
代
位
の
制
度

に
そ
の
根
拠
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
以
上
の
解
釈
を
前
提
と
す
れ
ば
、
受
戻
の
場
合
に
お
け
る
③
抗
弁
の
制
限
の
問
題
を
、
遡
求
に
お
け
る

善
意
者
保
護
ま
た
は
流
通
保
護
の
問
題
と
し
て
の
み
で
は
な

d
、
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
の
遡
求
権
の
確
保
の
問
題
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
民
法
は
、
連
帯
置
務
者
の
一
人
が
す
で
に
弁
済
を
し
、
通
知
し
な
い
で
い
る
聞
に
、
他
の
債
務
者
が
善
意
で
弁
済
を

な
し
、
そ
の
他
有
償
に
免
責
を
え
た
場
合
に
、
「
自
己
ノ
弁
済
其
他
免
責
ノ
行
為
ヲ
有
効
ナ
リ
シ
モ
ノ
ト
看
倣
ス
コ
ト
ヲ
得
」
(
民
法
四
四
三

手形の再取得と人的抗弁

条
二
項
、
保
証
の
場
合
に
つ
き
四
六
三
一
条
一
項
参
照
)
と
し
て
、
善
意
の
二
重
弁
済
者
を
保
護
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
以
上
の
民
法
の
規

定
の
趣
旨
を
考
慮
し
て
、
手
形
債
務
者
が
裏
書
人
の
後
者
に
有
し
て
い
る
③
抗
弁
の
存
在
に
つ
き
善
意
で
、
裏
書
人
が
手
形
を
受
戻
し
た
場

合
に
つ
き
、
民
法
の
右
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
と
い
う
解
釈
は
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
学
説
に
よ
れ
ば
、
善
意
の
二
重
弁
済
者
保

護
の
た
め
に
は
、
事
前
の
通
知
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
受
戻
一
の
場
合
に
こ
れ
を
要
求
す
る
実

質
的
理
由
は
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
右
の
要
件
が
充
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
類
推
適
用
の
障
害
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
(
兇
。

以
上
の
と
お
り
と
す
れ
ば
、
善
意
で
後
者
か
ら
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
は
民
法
四
四
三
条
二
項
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
③
抗
弁
の
対
抗
を
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説

(
沼
)

う
け
な
い
と
解
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

論

(

1

)

戸
田
口

m
g
w
同・問。

-wω
・
8
参
照
。

(

2

)

償
還
義
務
者
の
支
払
に
つ
い
て
も
、
手
形
法
凶

O
条
三
項
の
適
用
が
あ
り
、
∞

g
c
r
'
g
gロN
W

白・白・
0
・wmA0・
K

阿国

B
・
ロ

7
v
g
r
r
釦・白・。・

ω・
H官
民

参
照
、
償
還
義
務
者
に
悪
意
又
は
重
過
失
が
な
い
限
り
、
手
形
上
の
権
利
を
取
得
ナ
る
、
す
な
わ
ち
、
受
戻
の
場
合
に
も
善
意
取
得
が
認
め
ら
れ
る
と
解
さ

れ
る
、
竹
田
・
前
掲
者
間

O
頁
、
豊
崎
・
前
掲
論
文
一
一
二
一
頁
、
出

zonF(U同
E
H
F
白
-m・
o・-
ω
'
H
H
O
ケ

N
U
ロロ

R
祖国・白・
0
・w
ω
-
H
H
N
参
照
。

(

3

)

竹
田
・
前
掲
書
凶
六
頁
、
大
判
大
正
一
五
年
一

O
月
一
一
一
一
日
法
律
新
聞
二
六
五
コ
一
号
六
頁
。

(

4

)

鈴
木
・
前
掲
喬
二
八
五
京
、
回
中
(
誠
)
・
前
掲
書
二
八
五
頁
、

2
2
-
y
g
gロ
N
-
P回・
0
・v
m
H
4
・
〉
ロ

B-
句
。
参
照
。

(

5

)

手
形
の
弁
済
の
場
介
に
、
法
律
が
規
定
し
て
い
な
い
要
件
を
要
求
す
る
理
由
が
な
い
、
手
形
法
の
規
定
(
手
形
法
三
九
条
一
項
・
五

O
条
一
項
)
が
、
受

戻
を
手
形
債
務
消
滅
の
要
件
と
し
た
も
の
と
は
解
し
え
な
い
、
切
さ

g
r
R
r
E出
t
o
H目
。
巴

w
国
-m
・
o.、
叩
口
・
岡
山
色
ロ
・

8
山一回

5
n
r
E門

U
8
2
2
L・2
0
・
ω
-
E品

参
照
。
我
国
の
通
説
・
判
例
で
あ
ろ
う
、
大
隅

1
河
本
・
前
掲
謹
一
一

O
五
頁
、
大
判
明
治
三
一
九
年
五
月
一
五
日
民
録
一
二
輯
七
五

O
頁
参
照
。

(

6

)

手
形
上
の
満
期
の
記
載
を
変
更
し
な
い
で
、
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
り
、
一
定
期
間
に
限
り
履
行
を
拒
絶
す
る
権
利
を
認
め
る
場
合
で
あ
あ
、
河

orrm--

】

7
2吉
岡
田

E
r岳
民
ロ

Y
R
P同
ロ

c
m
g
a
F
L
g
回出吋

mmwHZnroロ
如
何

nrz-
回
ι・
品
♂

ω・
由
民
参
照
。

(

7

)

手
形
債
務
を
消
滅
せ
し
め
る
こ
と
な
く
、
当
事
者
に
履
行
を
拒
絶
す
る
権
利
を
認
め
る
場
合
で
あ
る
、
何
冊
目
ロ

ro--F白・
0
・wω
・
由
民
参
照
。

(

8

)

鈴
木
・
前
掲

3
A
二
一
二
川
一
氏
注
(
三
)
、
石
井
・
前
掲
者
二
七
七
瓦
、
判
例
と
し
て
は
、
大
阪
地
判
昭
和
一
二
五
年
一
月
一
一
二
日
下
級
民
集
一
一
巻
一
号
九
三

頁
参
照
。

(

9

)

こ
の
場
合
の
表
者
人
の
地
位
は
、
主
債
務
者
か
ら
人
的
抗
弁
を
対
抗
さ
れ
る
所
持
人
に
弁
済
し
た
手
形
保
証
人
の
地
位
と
実
質
的
に
は
同
一
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
に
、
手
形
保
証
人
は
、
替
立
・
悪
訟
を
問
わ
ず
に
主
債
務
者
に
権
利
を
行
使
し
う
る
と
解
さ
れ
る
、
最
高
判
昭
和
三

O
年
九
月
二
二
自
民
集
九
巻

一
O
号
一
一
二
一
一
ニ
頁
。

(

m

)

手
形
債
務
は
独
立
性
を
有
す
る
か
ら
、
裏
書
人
は
、
他
の
債
務
者
が
有
す
る
人
的
抗
弁

|
l第
三
者
の
権
利
ー
ー
を
援
用
し
え
な
い
、
大
昭
判
和
一
一
年

一
月
一
八
日
民
集
一
五
巻
四
号
参
照
。
他
方
、
災
害
人
は
受
一
戻
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
、
受
戻
し
た
災
者
人
の
善
意
・
悪
意
を
問
題
と
す
べ

き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
伊
沢
(
和
)
、
前
掲
論
文
一
六
一
七
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
振
出
入
と
所
持
人
間
の
猶
予
の
合
意
を
遡
求
義
務
者
が
主
張
し
う
る
と
す
る
説
(
鈴
木
・
前
掲
書
二
八
七
頁
注
(
凹
)
、
田
中
〈
誠
)
・
前
掲
書
六
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手形の再取得と人的抗弁

二
七
頁
)
、
主
債
務
者
の
支
払
を
あ
る
期
間
絶
対
的
に
猶
予
し
た
場
合
に
限
り
、
遡
求
義
務
者
が
こ
れ
を
援
用
し
う
る
と
解
す
る
説
(
伊
沢
〈
和
)
・
前
掲
論

文
二
ハ
一
六
頁
)
が
あ
る
。
し
か
し
、
猶
予
の
法
律
的
性
質
か
ら
判
断
し
て
、
そ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
根
拠
は
な
い
。
後
説
が
い
う
と
こ
ろ
の
絶
対
的
猶
予

は
、
他
の
債
務
者
に
対
し
て
請
求
し
な
い
と
い
う
義
務
を
所
持
人
に
負
わ
せ
た
に
す
ぎ
ず
、
合
意
の
当
事
者
以
外
の
者
は
こ
れ
を
主
張
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

〈
日
)
竹
田
・
前
掲
書
五
二
頁
、
大
隅

l
河
本
・
前
掲
喜
三
五
一
真
、
伊
沢
(
和
)
・
前
掲
論
文
二
二
七
頁
、
判
例
と
し
て
は
岡
山
地
判
昭
和
四
四
年
一

O
月

一
七
日
判
例
時
報
五
九
三
号
九
二
氏
、
京
都
地
判
昭
和
四
五
年
五
月
一
日
判
例
時
報
六

O
七
号
八
四
一
具
、
ト
イ
ツ
で
は
、
出
口

2
r・の戸時出門戸
m
v
F
P
C
-
"
ω
・

口
。
山
吉
凶
E
m
u

白』・
0
・wω
・
8
・
〉
ロ

B-
お
参
照
。

(ロ
)
E
g
n
r・。
E
ω
5・
F
日・
0
・・∞
-
H
H
O

参
照
。

(
日
)
本
稿
ニ
参
照
。

(
日
)
従
来
の
ド
イ
ツ
の
学
説
の
傾
向
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
仁
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
問
題
の

論
争
の
転
機
と
な
っ
た
論
文
で
あ
る

T
g
v一-
N
民間
N
U
1
N
w
ω
印
H

R

の
以
下
の
指
摘
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
所
持
人
は
、
手
形
を
譲
渡
し
な
い
で

持
っ
て
い
れ
ば
抗
弁
を
対
抗
さ
れ
な
い
が
、
譲
渡
す
れ
ば
、
遡
求
義
務
者
と
し
て
手
形
を
受
戻
す
義
務
を
負
い
、
し
か
も
抗
弁
を
対
抗
さ
れ
る
危
険
が
あ
る

と
い
う
結
論
は
、
手
形
の
流
通
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
は
適
当
で
は
な
い
。

(
日
)
我
妻
・
前
掲
書
凶
三
六
頁
以
下
参
照
。

(
お
)
手
形
の
支
払
を
求
め
て
い
る
者
が
手
形
を
所
持
し
て
い
る
場
合
に
、
他
の
債
務
者
が
す
で
に
弁
済
し
て
い
る
と
は
考
え
な
い
の
が
通
常
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
遡
求
義
務
者
が
手
形
を
所
持
す
る
者
か
ら
受
戻
し
て
い
る
限
り
、
事
前
の
通
知
を
要
求
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
こ
の
場
合
に
、
受
一
戻
し
た
裏
書
人
に
無
過
失
を
要
求
す
べ
き
か
否
か
が
、
問
題
と
な
ろ
う
、
民
法
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
棒
・
注
釈
民
法
制
一
三

O
頁
参

照
。
こ
の
場
合
に
、
受
間
抗
し
た
者
の
保
護
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
、
白
地
補
充
権
の
濫
用
に
関
す
る
手
形
法
一

O
条
(
い
わ
ゆ
る
主
観
説
を
前
提
と
す
れ

ば
、
同
条
は
結
果
と
し
て
手
形
債
務
を
発
生
さ
せ
る
規
定
で
あ
る
と
仰
附
さ
れ
る
)
を
類
推
す
る

l
l善
意
無
重
過
失
を
要
す
る

l
ー
と
い
う
解
釈
が
あ
り
う

る
か
、
な
お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

(
四
)
な
お
、
周
知
の
と
お
り
、
民
法
山
凶
三
条
二
項
に
よ
り
「
看
倣
し
た
」
効
果
に
つ
い
て
は
、
絶
対
的
効
果
説
と
相
対
的
効
果
説
の
対
立
が
あ
る
。
前
者

(
た
と
え
ば
、
鳩
山
・
増
訂
改
版
臼
木
債
権
法
(
総
論
)
二
七
八
頁
〉
を
前
提
と
す
れ
ば
、
受
戻
し
た
裏
書
人
は
、
弁
済
し
た
債
務
者
以
外
の
他
の
遡
求
義

務
者
に
対
し
て
も
再
遡
求
し
う
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
(
大
判
昭
和
七
年
九
月
二
一

O
日
民
集
一
一
巻
二

O
O八
頁
、
我
妥
・
前
掲
世
間
阿
一
ニ

七
頁
以
下
)
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
認
め
る
余
地
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
同
条
の
目
的
が
善
意
の
一
重
弁
済
者
の
保
護
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
手
形
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説

の
受
戻
の
場
合
に
つ
い
て
、
受
一
戻
し
た
災
害
人
が
他
の
遡
求
義
務
者
に
対
し
て
遡
求
す
る
こ
と
を
許
す
の
は
不
当
で
は
な
く
(
出
口

2
r
'
n
E
g
F
田
・
同
・

0
・・

∞-
H
呂
町
は
、
こ
れ
を
認
め
て
い
る
)
、
裏
書
人
が
手
形
を
受
戻
し
た
場
合
に
、
他
の
遡
求
義
務
者
が
二
重
弁
済
す
る
危
険
は
少
な
く
、
し
た
が
っ
て
他
の

遡
求
義
務
者
の
利
益
が
害
さ
れ
る
可
能
性
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
以
上
の
と
お
り
と
す
れ
ば
、
相
対
的
効
果
説
を
前
提
し
つ
つ
も
、
③
抗

弁
に
つ
き
善
意
で
受
戻
し
た
官
訳
書
人
は
、
自
己
の
前
者
に
対
し
て
遡
求
し
う
る
l
|
③
抗
弁
の
対
抗
を
う
け
な
い
|
!
と
解
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

E命

五

手
形
の
受
戻
の
法
律
構
成
を
め
ぐ
る
学
説
の
対
立
の
起
源
は
、

ド
イ
ツ
の
学
説
に
あ
る
。
受
一
民
の
場
合
に
お
け
る
抗
弁
の
対
抗
の
視
点
か

ら
み
た
場
合
に
お
け
る
、

現
在
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
学
説
の
動
向
は
、

裏
書
の
効
力
の
側
面
に
お
い
て
は
、

債
権
譲
渡
を
否
定
す
る
権
利
回

復
説
(
条
件
説
を
含
む
)
か
ら
債
権
譲
渡
説
へ
の
展
開
、
手
形
理
論
|
|
抗
弁
切
断
の
法
律
上
の
根
拠
を
説
明
す
る
理
論
ー
ー
ー
の
側
面
に
お

い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
申
込
説

(
0時

間

2
B
E
r
g巳
巾
)
か
ら
権
利
外
観
説
へ
の
展
開
、
受
戻
に
よ
る
権
利
取
得
の
法
律
構
成
の
側
面
に
お
い
て

へ
の
展
開
の
過
程
で
あ
る
と
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
現
在
の
ド
イ
ツ
の
学
説
は
、

は
、
権
利
の

「
回
復
」

「
再
取
得
」

か
ら
権
利
の

裏
書
は
債
権
譲
渡
と
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
、
裏
書
に
認
め
ら
れ
て
い
る
抗
弁
切
断
の
理
論
的
な
根
拠
を
権
利
外
観
説
に

求
め
て
い
話
。
以
上
の
解
釈
を
前
提
と
し
て
、
受
戻
に
よ
る
権
利
取
得
は
、
所
持
人
が
有
し
て
い
た
権
利
の
再
取
得
で
あ
る
と
構
成
し
て
、

受
戻
の
場
合
に
お
け
る
抗
弁
の
再
対
抗
お
よ
び
制
限
の
問
題
を
検
討
す
る
と
い
う
の
が
、
ド
イ
ツ
の
学
説
の
一
般
的
傾
向
で
あ
る
。

〔

4
)

し
か
し
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
学
説
の
共
通
点
は
、
受
戻
し
た
裏
書
人
は
裏
書
以
前
に
有
し
て
い
た
以
上
の
権
利
を
取
得
し
江
い
が
、
手

形
債
務
者
が
裏
書
人
の
後
者
に
有
す
る
抗
弁
を
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
結
論
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な

(
5
)
 

く
、
こ
の
結
論
そ
れ
自
体
は
、
権
利
回
復
説
の
そ
れ
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
た
め
の
実
質
根
拠
は
、
ド
イ
ツ
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の
学
説
に
よ
れ
ば
、
抗
弁
の
切
断
は
取
引
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
り
、
抗
弁
を
本
来
対
抗
さ
れ
る
べ
き
裏
書
人
が
、
手
形
を

受
戻
し
た
結
果
、
再
び
抗
弁
を
対
抗
さ
れ
た
と
し
て
も
手
形
の
流
通
性
が
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
託
、
遡
求
義
務
を
負
っ
て
い
る
裏
書
人
が

後
者
の
抗
弁
を
対
抗
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
手
形
の
流
通
性
が
害
さ
れ
る
に
い
た
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
に
あ
る
も
の
と
解
さ
れ

(
配
。
以
上
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
抗
弁
の
性
質
の
如
何
を
間
わ
ず
、
債
務
者
が
裏
書
人
に
有
す
る
抗
弁
は
、
善
意
者
に
い
っ
た
ん
裏
書
譲
渡

さ
れ
た
と
し
て
も
、
受
戻
し
た
裏
書
人
に
再
び
対
抗
さ
れ
る
に
い
た
り
、
ま
た
裏
書
人
は
、
債
務
者
が
自
己
の
後
者
に
有
す
る
抗
弁
を
対
抗

さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
結
論
に
達
す
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
ο

し
か
同
、
そ
の
結
果
、
債
務
者
が
有
す
る
抗
弁
の
性
質
、
効

果
に
着
目
し
て
、
各
抗
弁
に
つ
き
個
別
的
に
検
討
す
る
と
い
う
試
み
が
十
分
に
な
さ
れ
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
様
な
ド
イ
ツ
の
学
説
の
影
響
を
、
我
国
の
学
説
も
う
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
影
響
は
、
手
形
を

受
戻
し
た
裏
書
人
に
対
す
る
無
権
利
の
抗
弁
の
再
対
抗
を
認
め
て
い
る
こ
峰
、
お
よ
び
、
手
形
債
務
者
が
裏
書
人
の
後
者
に
主
張
し
う
る
抗

弁
の
性
質
に
対
す
る
考
慮
が
十
分
に
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
受
戻
し
た
裏
書
人
は
人
的
抗
弁
を
対
抗
さ
れ
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。

手形の再取得と人的抗弁

こ
れ
に
対
し
、
本
稿
は
、
一
薬
害
の
効
力
、
受
一
民
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
現
在
の
ド
イ
ツ
お
よ
び
我
国
の
学
説
と
同
一
の
前
提

に
た
ち
な
が
ら
も
、
債
務
者
が
主
張
す
る
個
々
の
抗
弁
の
性
質
に
着
目
し
て
、
受
一
民
の
場
合
に
お
け
る
抗
弁
の
再
対
抗
お
よ
び
制
限
の
根
拠

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
力
し
た
。
本
稿
の
問
題
は
、
基
本
的
に
は
手
形
抗
弁
の
法
的
規
制
如
何
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の

問
題
を
、
償
還
に
よ
る
受
戻
と
い
う
、
手
形
の
逆
の
流
れ
の
観
点
か
ら
、
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

(

1

)

本
稿
で
は
、
受
戻
の
場
合
に
お
け
る
抗
弁
の
対
抗
と
い
う
視
点
か
ら
、
学
説
の
検
討
を
試
み
た
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
他
に
、
裏
書
人
の
前
者
が
破
産

し
た
後
に
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
は
、
償
還
議
求
権
と
前
者
が
裏
書
人
に
有
す
る
債
権
と
を
相
殺
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
が
議
論
さ
れ
て
お
り
、
ド
イ

ツ
の
学
説
・
判
例
ば
一
致
し
て
相
殺
を
認
め
て
き
た
、

z
o
E
N乙
a
同
=
ァ
口

r
d
E
m
u
-
ν
H
Z
Y
決
。
ロ

r
z
m
o
Eロ
=
国
間
唱
申
・
〉
匡
出
-w

即
日
仏

-
K
H
ロ
g
・
白
"
出

Eonr'
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説

。
白
口
白
ユ
回
、
同
・
田
・
0
・w
呂
田
参
照
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
伊
沢
(
和
)
・
前
掲
文
二
ハ
コ
一

O
頁
以
下
が
詳
細
で
あ
る
。

(

2

)

ト『白向。乞

w
N
E
H
N
吋N
V
U
お
(
小
橋
「
手
形
を
受
け
決
し
た
官
討
議
人
の
権
利
に
関
す
る
法
律
構
成
」
商
法
論
集

E
二
二
一
一
良
以
下
〉
参
照
。
現
在
で
も
、
な

お
権
利
回
復
説
を
支
持
す
る
、
国
民

B
r
出
s
r
r
Eロ
旦

巧

m
H
G
4
5円。
n
E
-
E
2・
ω・
8
∞
民
は
異
例
で
あ
る
。

(
3
)
E
-
E
m
w
同・目・。・二凶・

4
∞

竺

出

5nrs(リ白ロ
2
2・出・白・
0
・・

5
ご
同
参
照
。

(
4
)
ω
Zロ
寸

ω可
g
p
田・同・

0
・・叩

E
-
K
F回
目
・
叶

P
回
E
g
g
n
F出品『
2gor--
国・目・。

-wmzw
河内同ロ

-AH
参
照
。

(

5

)

最
近
の
代
表
的
学
説
で
あ
る
、
回
口
市
口
ゲ
の

g
R
F
白'白・

0
・
ω
-
H
S
h
参
照
。

(
6
)
Y
g
r
r
N出
問

JFω
日

H
R
参
照
。
こ
の
他
に
、
同
国

g
r
r
白・田・

0
・wω
・
印
富
参
照
。

(

7

)

手
形
を
譲
渡
し
な
け
れ
ば
所
持
人
は
手
形
債
務
者
が
後
者
に
有
す
る
抗
弁
を
対
抗
さ
れ
る
と
い
う
危
険
は
な
い
が
、
譲
渡
す
れ
ば
後
者
に
対
す
る
抗
弁
を

う
け
る
危
険
が
あ
る
と
い
う
結
論
は
、
手
形
の
流
通
の
保
護
の
観
点
か
ら
み
て
適
当
で
は
な
い
、

r
g
r一-
N出
MN
斗

N・
8ω
参
照
、
の
口
問
。
♂
白
・
同
・
。
・
・

ω・
8

も
同
旨
。
以
上
の
理
解
を
前
提
と
す
れ
ば
、
同
様
の
根
拠
に
も
と
づ
き
、
破
産
に
お
け
る
相
殺
も
ま
た
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
中
淫
す
る
で
あ
ろ

う
、
旬
。

g玄
-
N
出
HN
斗
M

・
ω記
民
参
照
。

(
8
〉
受
戻
の
場
合
に
お
け
る
抗
弁
の
対
抗
に
つ
き
、
抗
弁
一
般
と
し
て
問
題
を
検
討
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、

r
n
o
r
-
w
N回
同
叶

N・
8
H
民
も
終
日
利
回
復
説
と

周
到
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

9

)

現
在
に
お
い
て
も
、
な
お
ド
イ
ツ
の
学
説
の
一
般
的
傾
向
で
あ
ろ
う
、
。
。
開

C
P
F出・
0
・・

ω・
8
内
向
山
出
町
田
ロ

Y
白・白・

0
・wω
・

5
吋∞

T
E
E
m
w
同・帥・

0
・・

∞
-
a
R
参
照
。
た
と
え
ば
、
国

E
o
n
r
E
(
U
E
R
F
F
P
0
・∞

-Eω
は
、
一
般
的
に
、
善
意
・
無
重
過
失
(
手
形
法
四

O
条
三
項
)
の
遡
求
義
務
者
に
抗

弁
切
断
の
保
護
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
、

N
α
ロ
5
3
白
-
P
O
-
-
ω
-
H
S
参
照
。
し
た
が
っ
て
、
無
権
利
の
抗
弁
の
再
対
抗
を
原
則
と
し
て
窓
判
定
し

た
伊
沢
(
和
〉
論
文
の
功
績
は
大
き
い
、
本
稿
三
回
参
照
。

(
日
)
本
稿
三
凶
参
照
。

(
孔
)
鈴
木
・
前
掲
書
二
九
九
頁
注
ハ
日
目
)
は
、
償
還
に
よ
る
受
一
民
は
任
意
の
取
得
で
は
な
く
、
法
律
上
の
義
務
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
受
戻
し
た
裏
書
人
は

後
者
に
附
着
す
る
人
的
破
庇
は
、
期
限
後
の
取
得
で
あ
っ
て
も
受
け
つ
が
な
い
と
解
す
る
。
同
国
首
、
石
井
・
前
掲
書
二
七
七
頁
、
菅
原
・
前
掲
論
文
五
回
頁
。

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
解
釈
は
、
債
務
者
が
裏
書
人
の
後
者
に
主
張
し
う
る
抗
弁
が
、
手
形
債
務
消
滅
の
抗
弁
の
場
合
に
は
妥
当
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
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